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第１６回西和賀町議会決算審査特別委員会 

 

令和７年９月８日（月） 

 

 

午前 ９時３０分 開   議 

委員長 出席委員数は全員であります。 

  会議は成立をしております。 

  ただいまから令和６年度西和賀町各会計決算

についての決算審査特別委員会２日目を開会し

ます。 

  次に、内記町長より提出されております説明

員は着席のとおりでありますので、氏名の呼称

は省略いたします。 

  委員会初日に、副議長は地方自治法105条の規

定により出席している旨を申し上げておりまし

たが、委員会において副議長は対象外というこ

とですので、これまでどおり出席しております

ことを訂正して申し添えます。 

  本特別委員会では、質問の回数制限を設けま

せんが、ただ単に事業の内容を問うものや事業

そのものの是非を問うもの、数字のみを問うよ

うな質問はご遠慮願います。意見・要望、一般

質問ではありません。予算審査でもなく、決算

審査であることをご理解の上、質問で終わるよ

う質疑に当たってください。 

  なお、あらかじめ申し上げておきますが、最

終日に行う総括質疑にあっては、複数の課にわ

たる決算に関する質疑、複数の会計に関する質

疑及び全体を通しての総括的な質疑を許すこと

とします。このため、各課ごとの際に質問し忘

れた、再度確認したいなどの理由による質問は、

これを認めませんので、ご協力をお願いします。 

  特別委員会に出席した説明員の答弁に当たっ

て、課長代理まで答弁できることとしておりま

すが、答弁する説明員は挙手し、当職の許可を

得てから答弁するようにしてください。 

  暑い場合、上着を脱いでも構いません。適宜

対応願います。 

  改めて、委員各位と執行機関の皆さんの議事

進行に対するご協力をお願いします。 

  それでは、健康福祉課の審査を行います。健

康福祉課が所管するのは、２款総務費、３款民

生費、４款衛生費、特別会計であります。健康

福祉課は、一般会計のほかに特別会計も併せて

審査します。特別会計については、国民健康保

険税と介護保険料も関連があり、税務課職員も

同席しますので、申し添えます。 

  健康福祉課長より決算の概要説明を求めま

す。 

  健康福祉課長。 

健康福祉課長 おはようございます。健康福祉課、

地域包括支援センターの決算審査、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

  健康福祉課が所管する会計につきましては、

一般会計、国民健康保険特別会計、後期高齢者

医療特別会計、介護保険特別会計となります。 

  初めに、一般会計決算の概要について、抜粋

した決算書に基づき歳出を中心に、令和６年度

に新たに実施した事業など主なものについて説

明させていただきます。 

  抜粋した決算書９ページ、10ページを御覧く

ださい。歳出の２款１項５目、総務費、財産管

理費、24節積立金21万2,000円は、福祉対策基

金に18万2,000円、医師養成対策基金に２万

2,000円、医療従事者養成対策基金に8,000円を

それぞれ利子として積み立てたものです。 

  ３款１項１目、民生費、社会福祉総務費、１

節報酬、民生委員推薦会委員報酬１万5,900円、

８節旅費、費用弁償2,280円は、民生委員から

任期途中での退任の申出があり、新たな委員を
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推薦するために開催した民生委員推薦会に要し

た経費になります。 

  11ページ、12ページを御覧ください。18節負

担金、補助及び交付金、介護事業所等物価高騰

対策支援給付金1,223万4,000円は、物価高騰に

直面する介護、福祉、医療事業所等を対象に、

サービス利用実績などに応じて給付金を給付す

ることで事業者の負担を軽減し、安定した事業

運営が維持できるよう助成した経費になります。 

  19節扶助費、住民税非課税世帯に対する物価

高騰対策臨時特別給付金2,710万円は、物価高

騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し

て、物価高騰の影響を受ける住民税非課税世帯

の負担軽減を図るため、住民税非課税世帯に対

して１世帯当たり３万円、対象世帯に18歳以下

の児童がいる場合、児童１人につき２万円を加

算して給付する事業に要した経費になります。

また、岩手県福祉灯油事業を活用して、冬期の

経済的負担の軽減を図るため、灯油、電気代等

の助成として１世帯当たり7,000円を合算して

給付しております。物価高騰対策臨時特別給付

金955万円は、デフレ完全脱却のための総合経

済対策における物価高への支援として、新たな

経済に向けた給付金・定額減税一体措置として

実施する低所得者への支援のため、令和６年度

に新たに住民税非課税世帯または住民税均等割

のみ課税となる世帯に対して１世帯当たり10万

円、対象世帯に18歳以下の児童がいる場合、児

童１人につき５万円を加算して給付する事業に

要した経費となります。住民税均等割のみ課税

世帯に対する臨時特別給付金（繰越明許費）

610万円は、物価高騰の影響を受ける生活者の

負担軽減を図るため、低所得者への支援として

令和５年度住民税均等割のみ課税世帯に対して

１世帯当たり10万円を給付する事業に要した経

費になります。本事業は、臨時特別給付金の申

請期限を令和６年４月30日と定めていたことか

ら、令和５年度から令和６年度へ事業を一部繰

り越して実施した事業になります。 

  13ページ、14ページを御覧ください。３目障

害者福祉費、12節委託料、障害者台帳・障害福

祉サービス管理システム改修業務委託料56万

8,700円は、地方公共団体情報システムの標準

化・共通化に対応するため、システム移行に係

る調査、文字の標準化、データ移行等に要する

業務を委託した経費になります。19節扶助費、

軽度・中等度難聴者補聴器購入助成費 12万

6,464円は、聴覚の身体障害者手帳の交付対象

とならない軽度・中等度レベルの難聴者のコミ

ュニケーションの支援、経済的負担の軽減を図

るため、補聴器の購入経費の一部を助成した経

費になります。 

  15ページ、16ページを御覧ください。２項１

目児童福祉総務費、19節扶助費、低所得の子育

て世帯に対する臨時特別給付金（繰越明許費）

45万円は、物価高騰の影響を受ける低所得の子

育て世帯への支援を図るため、令和５年度住民

税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯等に対

し、ひとり親世帯を除く18歳未満の子供がいる

世帯に対し、子供１人につき５万円を給付した

経費になります。本事業は、臨時特別給付金の

申請期限を令和６年４月30日と定めていたこと

から、令和５年度から令和６年度へ事業を一部

繰り越して実施した事業になります。 

  ２目児童手当費、12節委託料、次のページ、

児童手当システム改修業務委託料182万1,600円

は、児童手当制度改正に伴い支給対象者が拡充

等されることから、システムを改修した経費に

なります。 

  ３目母子福祉費、12節委託料、医療費給付シ

ステム改修業務委託料37万9,500円は、妊産婦

医療費給付事業について、令和６年８月から妊

産婦の経済的負担の軽減を図ることを目的に、

所得制限を撤廃し、全ての妊産婦を医療費給付

事業の対象者としたことに伴い、医療費給付シ

ステムを改修した経費になります。 

  19ページ、20ページを御覧ください。４款１

項１目、衛生費、保健衛生総務費、12節委託料、
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出産・子育て応援ギフト支給業務委託料15万

1,500円は、出産及び子育て応援給付金事業と

して、令和６年度は現金給付のほか、ウェブカ

タログから商品を選択できる仕組みが整い、応

援ギフトを選択した際に要した経費になります。 

  18節負担金、補助及び交付金、がん患者医療

用補整具購入費補助金２万円は、がん治療に伴

い医療用ウィッグを必要とするがん患者の社会

参加を促進し、療養生活を支援するため、医療

用ウィッグの購入経費の一部を補助した経費に

なります。不妊治療費補助金9,922円は、不妊

治療を受ける夫婦の経済的な負担を軽減するた

め、治療費の一部を助成した経費になります。 

  21ページ、22ページを御覧ください。２目予

防費、12節委託料、個別予防接種業務委託料

1,047万7,028円は、従来の乳幼児等の予防接種

に加え、令和６年度から高齢者の感染症の発症、

重症化及び感染拡大を予防することを目的に新

たに実施した事業、インフルエンザワクチン接

種業務委託料156万4,640円、新型コロナウイル

スワクチン接種業務委託料406万9,700円が含ま

れております。また、19節扶助費、個別予防接

種費用助成９万6,745円にも、インフルエンザ

ワクチン接種費用助成1,500円、新型コロナウ

イルスワクチン接種費用助成１万600円が含ま

れております。同じく扶助費、インフルエンザ

ワクチン接種助成費10万8,500円は、小学６年

生までとしていた助成対象者を18歳まで拡充し

て実施した費用助成になります。 

  続いて、主要な事業の目的、概要及び実施状

況につきましては、決算附属資料に記載をして

おります。決算附属資料62ページを御覧くださ

い。62ページから３款民生費を記載しておりま

す。新規事業は、68ページ下段に地域おこし協

力隊招聘事業、74ページ上段に軽度・中等度難

聴者補聴器購入助成事業、79ページ上段に軽度

・中等度難聴児補聴器購入助成事業の内容を記

載しております。 

  82ページを御覧ください。82ページ下段から

は、４款衛生費を記載しております。84ページ

下段に不妊治療費助成事業、85ページ上段にが

ん患者医療用補整具購入費補助事業、90ページ

下段に高齢者の保健事業と介護予防の一体的事

業の内容を記載しております。 

  182ページを御覧ください。182ページからⅠ、

民生費関係になり、次のページ、（２）では介

護事業所等物価高騰対策支援事業、（３）から

次のページの（５）までは臨時特別給付金事業

の内容を記載しております。 

  185ページを御覧ください。185ページの４で

は、子育て世帯への臨時特別給付金事業の内容

を記載しており、186ページの中段からは、Ⅱ

の保健衛生の関係を記載しておりますので、御

覧ください。 

  一般会計の説明は以上のとおりでございます

ので、よろしくお願いいたします。 

委員長 健康福祉課長の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。初めに、歳入に関

する質疑を一括で許します。質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 次に、歳出に関し、ページごとに審査を

進めます。 

  ９から10ページ、質疑ありませんか。 

  普本委員。 

３番  10ページの福祉対策基金積立金のことに

関して質問いたします。 

  福祉対策基金ですが、決算意見書の35ページ

を見ると、福祉対策基金は、高齢化社会に対応

した総合的な福祉活動と快適な生活環境整備の

経費に充てるための基金となっていますが、具

体的にはどんなことに使う想定で積み立てられ

ているものか教えてください。 

委員長 健康福祉課長。 

健康福祉課長 ９ページ、10ページの福祉対策基

金についてお答えいたします。 

  今委員さんがおっしゃったように、福祉対策

基金は、高齢者社会に対応した総合的な福祉活

動と快適な生活環境の整備に要する経費の財源
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に充てることを目的に設置されております。福

祉対策基金の使い道についてですが、令和２年

度に町内の３か所の保育所に整備をしましたエ

アコンの設置工事費に充当したほか、令和２年

度、３年度、５年度の３か年にわたり、にしわ

が愛児会への補助金の一部に充当して活用をし

ております。 

委員長 普本委員。 

３番  今、議会のほうで、所管事務調査で介護

福祉施設を訪問させていただいて、どんなこと

に困っているかなどを聞かせていただいている

のですが、どの施設も経営が厳しいということ

を聞いています。こうした介護事業所の財政支

援みたいなことに使うことは可能なのかどうか。

目的ですとか、やり方ですとか、難しさはある

と思うのですが、可能なのかどうかということ

を教えてください。 

委員長 健康福祉課長。 

健康福祉課長 基金の積立てに対しましては、今

お話をしたように、条例の中で福祉活動と快適

な生活環境の整備に要する経費の財源というこ

とを目的に設置しておりましたので、まず高齢

者施設等の福祉事業所に対しての具体的な支援

については、今の段階では判断しかねるところ

です。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。11ページ、12ページ、質疑あ

りませんか。 

  普本委員。 

３番  11ページ、職員手当、報償費のところで、

附属資料67ページにある介護福祉政策事業の中

の介護の仕事理解促進事業についてです。各学

校へ講師を派遣し、出前講座を実施するという

のが内容になっていますが、実施したところで、

各学校での反応ですとか効果、どのように見て

いるかということを教えてください。 

委員長 深澤課長代理。 

健康福祉課長代理 それでは、介護の仕事理解促

進事業の内容についてから説明させていただき

ます。 

  介護の仕事理解促進事業は、令和２年度から

岩手県介護従事者確保事業費補助金を活用し実

施しています。町内介護福祉事業所の職員有志

及び町職員でチームを構成し、町内小中学校及

び西和賀高等学校において、介護の魅力を発信

する出前講座を実施しております。 

  内容は、介護福祉施設で実際にあった出来事、

ほっこりする話や、みとり期などの施設利用者

とその家族、職員とのやり取りを物語にし、寸

劇として披露しております。また、介護の俗に

言う３Ｋなどの過去の悪いイメージではなく、

楽しさ、広さ、深さなどの魅力を伝え、児童生

徒及び介護職員とでフリートークを行っており

ます。少子高齢化の進展と人口減少に伴い、若

手の人材確保が難しい状況であることから、未

来を担う子供たちに、介護の仕事のやりがいや

大切さに加え、大事な家族を支える第三者的人

材育成が課題であることを伝えております。 

  この成果としましては、介護福祉事業所の職

員の方々には、寸劇の練習や出前講座、児童生

徒とのフリートークを通じて、介護や福祉の魅

力の再発見を感じていただいております。介護

・福祉の仕事のイメージ等のアンケート調査結

果、こちらの回答者数は71名でありますが、各

年代によって捉え方や感じ方は異なりますが、

介護・福祉のことをもっと知りたいかの問いに

58人、これは82％の児童生徒が「もっと知りた

いと思った」と回答しているほか、将来介護・

福祉の仕事をしてみたいと思いましたかの問い

に「とても思った」が６人、８％、「少し思っ

た」が42人、59％と、福祉や介護の仕事に対す

る理解が深まったと感じております。すぐに結

果に結びつく取組ではありませんが、中長期的

な視点で引き続き取り組んでまいりたいと考え

ております。 

  以上です。 

委員長 普本委員。 
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３番  ありがとうございます。実際の現場のこ

とを寸劇にして、職員の皆さんも介護事業所の

皆さんもやってくださっていると、本当に時間

も手間もかけてやってくださっているというこ

とがよく分かりました。こういったことは、子

供たちにとっても身近に感じるのではないかな

と思いましたし、福祉事業所の皆さんにとって

も仕事の魅力の再発見になるということをお聞

きして、そういった面でも効果のある事業なの

だなということを受け止めました。効果という

ことで聞かせていただいたのですが、今ご答弁

にあったように、本当の効果が出るには時間が

かかることだなということも私も認識しており

ます。 

  こういったような成果を評価し、今後も継続

していくということでよろしいですか。 

委員長 健康福祉課長。 

健康福祉課長 こちらの介護の仕事理解促進事業

につきましては、今年度も計画をしておりまし

て、今月からまた介護や福祉事業所の職員の皆

様方には集まっていただいて、小学校と、それ

から高校等で出前講座を実施する予定で、今活

動をスタートするところです。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。13ページ、14ページ、質疑あ

りませんか。 

  普本委員。 

３番  14ページの軽度・中等度難聴者補聴器購

入助成費についてお願いします。 

  附属資料は74ページに詳細の説明があって、

件数６件となっていますが、希望者の皆さんに

助成できたものかどうか教えてください。 

委員長 小川課長代理。 

健康福祉課長代理 私からは、軽度・中等度難聴

者補聴器購入助成事業の希望者全員に交付でき

ているかどうかということについてお答えいた

します。 

  希望者全員に交付されているかについては、

電話や窓口でお問合せをいただいた希望者の人

数をカウントしておりませんので、全員に交付

できているかということについてはお答えでき

ないのですけれども、令和６年度の事業実績と

しては６人の方に助成しております。このほか、

窓口に相談にいらした２人の方が、身体障害者

手帳の要件に該当した方がおりましたので、そ

の方については補装具給付から助成されており

ます。 

  以上です。 

委員長 普本委員。 

３番  ありがとうございます。手続的なところ

では、事業の説明のときには、まず役場に相談

してもらって、それから補聴器の購入というこ

とであったと思いますが、そういった手続上も

皆さん問題なく交付されましたでしょうか。 

委員長 健康福祉課長。 

健康福祉課長 軽度・中等度難聴者補聴器購入助

成事業につきましては、事前に役場に相談に来

ていただきたいということでお話をして、電話

等でお問い合わせいただいたときは電話でお答

えするようにしておりました。なかなかちょっ

と複雑な流れなところもありますので、チラシ

を作成しまして、チラシを見ていただきながら

一緒にご理解をしていただくような形に努めて

いたところです。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。15、16ページ、質疑ありませ

んか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。17、18ページ、質疑ありませ

んか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。19、20ページ、質疑ありませ

んか。 

  真嶋委員。 

２番  12節の委託料ですが、不用額が114万

1,000円ほどになっております。あともう一項



- 138 - 

目、18節についての不用額93万円ほどと、その

２点の不用額の発生理由についてお知らせくだ

さい。 

委員長 中野保健師長。 

保健師長 今ご質問いただいた委託料の不用額に

ついてと、負担金のところの不用額の金額につ

いて、なぜこのような額になったかというとこ

ろについてご説明をいたします。 

  妊婦さんの健診であったりとか、乳幼児の委

託健康診査費用であったりとかというところは、

その当年にならないと概算がどうしてもつかめ

ないところがあります。私たちのほうで精査は

するのですけれども、全て落とすことができず、

落としたことで不便があってはいけないという

ことで、ある程度の金額を残していることがあ

りますので、申し訳ありませんが、このような

額の不用額になったことを説明させていただき

ます。 

  以上です。 

委員長 真嶋委員。 

２番  今説明のあった内容でいきますと、やは

り出産・出生数の減少がかなり想定以上に進ん

でいる影響がここに出ているということでよろ

しいでしょうか。 

委員長 保健師長。 

保健師長 ご質問にお答えいたします。 

  私たちのほうの想定を上回る数の減少が進ん

でいることは確かです。あとは、不妊治療につ

いても、昨年度から補助金を出すようにしてい

るのですけれども、昨年度については、治療は

しているのですけれども、該当した項目がなか

った方が何人かいらっしゃいましたので、今年

度ぐらいからは該当される方が出てくるのでは

ないかとは思います。 

  このように、予算をつけて、なるべく子育て

支援に力を入れようとしているのですけれども、

やはり少子化というのはちょっと難しい問題だ

なというふうに捉えております。 

  以上です。 

委員長 真嶋委員。 

２番  大変ご苦労さまです。不妊治療について

は、なかなか申出しにくいような状況もあるの

かなと思いますけれども、そういう周知なり呼

びかけというのは十分されていますか。 

委員長 保健師長。 

保健師長 お答えいたします。 

  周知についてですけれども、不妊治療に関し

ても一定の期間を空けながら広報のほうでも周

知しておりますし、治療の可能な医療機関のほ

うにもチラシのほうを置いていただいて周知し

ておりますので、できることはしているのでは

ないかというふうに考えております。 

  以上です。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。21、22ページ、質疑ありませ

んか。 

  髙橋宏委員。 

８番  私から、最初に上のほう、妊産婦アクセ

ス支援助成金、附属では82ページ、この助成金、

何人に何回程度支出したか、その内容について

お願いいたします。 

委員長 保健師長。 

保健師長 妊産婦アクセス支援事業について、何

人に対して幾らの助成を行ったかというご質問

についてお答えいたします。 

  令和６年度につきましては、対象者５名に対

して20万8,880円助成しております。 

  以上です。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  当町には産婦人科がないので、当然この

ような助成は必要だと思います。希望者全員に

支給されたということでいいのでしょうか。 

委員長 保健師長。 

保健師長 お答えいたします。 

  希望された方というか、私たちのほうで妊娠

された方々のほうにきちんと申請書をお渡しし

て、最終的に医療機関にかかることが終了した
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という段階で皆さんのほうにお支払いしている

状況です。 

  以上です。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  同じページの少し下の段になりますけれ

ども、医療従事者養成事業修学資金の貸付けに

ついて、附属の86ページになると思うのですけ

れども、町内で大学等に入って医療従事、修学

した方にということなのですけれども、町内に

就職することができずに返済したというような

例はございませんか。 

委員長 深澤課長代理。 

健康福祉課長代理 医療従事者養成事業修学資金

貸付金についてお答えいたします。 

  令和７年度９月現在において、医療従事者養

成修学資金制度を利用している者のうち、町内

に就職せずに返済した例は１件ございます。 

  以上です。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  それぞれ事情があってだと思うのですけ

れども、返済の場合は、一括で返済をしなけれ

ばいけないとかという規定になっているのでし

ょうか。 

委員長 健康福祉課長。 

健康福祉課長 お答えいたします。 

  返還する際には、一括でお支払いいただいて

おります。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。23、24ページ、質疑ありませ

んか。 

（なしの声） 

委員長 それでは、全体を通して質問し忘れ等あ

りませんか。 

  髙橋宏委員。 

８番  附属資料の67ページに、老人ショートス

テイ事業が今年度も前年度も決算額ゼロという

ことで、利用がなかったということなのですけ

れども、この説明に書かれている委託、ぶなの

園、光寿苑というふうにあるのですけれども、

このほかの事業所ではこの事業は受けられない

ということなのでしょうか。 

委員長 小川課長代理。 

健康福祉課長代理 お答えいたします。 

  老人ショートステイ事業については、西和賀

町在宅高齢者短期入所事業実施要綱に基づいて

おります。その中で、実施施設は、町内の特別

養護老人ホーム２事業所と、町と委託契約を締

結した養護老人ホームと規定されております。

このため、契約しておりますのは、町内の特別

養護老人ホーム２事業所ということになってお

ります。 

  以上です。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  先ほど同僚委員からも話があって、介護

施設を回っている中で、ショートステイのニー

ズはあるのだけれどもというような話があった

のですけれども、ということはこの２施設以外

についてやる場合には、さっき言ったような手

続をしなければやっていけないということなの

でしょうか。 

委員長 健康福祉課長。 

健康福祉課長 皆さんがお話ししているのは、介

護保険制度の中でのショートステイのニーズが

あるということで、それとはまた別に、こちら

の今お話ししている老人ショートステイ事業は、

介護保険のサービスの枠以外の部分になります。

ですので、介護サービスを受けていらっしゃら

ない方がどうしても、それでも介護認定を受け

ていなくても、家で、在宅で家族の介護を受け

ていらっしゃる方も中にはいらっしゃいますの

で、そういう方が、例えば家族が病院に入院し

なければならなくなっただとか、冠婚葬祭でち

ょっと家を空けるとかといった際に、急遽自宅

で、介護の認定も受けていないし、ちょっとお

一人で暮らすのは大変だなといった際に利用で

きる事業になりますので、今の介護事業所さん

のお話とまたちょっと話は違うかと考えており
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ます。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  認識不足で申し訳ありませんでした。 

  それでは、私のようにといいますか、一般町

民へこのような制度があるということの広報的

なものはされている中でも、やっぱり利用がな

かったというふうに理解していいのでしょうか。 

委員長 健康福祉課長。 

健康福祉課長 老人ショートステイ事業につきま

しては、大きく町民に向けて周知ということは

今現在しておりません。制度スタートしてから

これまでかなり長い年数を経過しているので、

どちらかというとケアマネさんであったり、あ

と役場職員であったり、あと包括支援センター

等で相談があった際に、その場でこういう制度

もあるよという形でお答えしているというとこ

ろになっております。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  いろいろ考え方があると思うのですけれ

ども、広く利用していただくために、新たに町

民に知らせる方法などという検討はされていな

いのでしょうか。 

委員長 健康福祉課長。 

健康福祉課長 老人ショートステイ事業の取扱い

に関しては、これまで介護保険のサービスを利

用している方が、そのサービスより超えて利用

したいときに使うというのが大半なところでし

た。ですので、実際こちらでも周知していなか

ったというところもあります。緊急的なという

ところになると、病院のほうのレスパイト入院

というところが今ちょっと主流になってきたと

ころもありますので、こちらについては、まず

大きくこれから周知してというところで今考え

ているところではあります。実際これ１日の自

己負担もありますし、町の負担もありますので、

まずご相談があれば、このようなサービスもあ

りますよという程度のところになっております。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 発言がないようですので、お諮りをいた

します。 

  これで健康福祉課が所管する一般会計の審査

をひとまず終わりたいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

委員長 異議なしと認めます。 

  健康福祉課の審査の途中ではありますが、説

明員の交代のため、10時20分まで休憩いたしま

す。 

午前１０時１２分 休   憩 

午前１０時２０分 再   開 

委員長 休憩を解き審査を進めます。 

  続いて、認定第２号 令和６年度西和賀町国

民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

ての審査に進みます。 

  健康福祉課長より決算の概要説明を求めま

す。 

  健康福祉課長。 

健康福祉課長 国民健康保険特別会計決算の概要

について、決算書に基づき説明させていただき

ます。 

  決算書187ページ、188ページを御覧ください。

188ページ、歳入の収入済額の欄を御覧くださ

い。１款国民健康保険税が7,160万3,446円、３

款県支出金が４億4,660万997円、５款繰入金が

7,487万9,334円、６款繰越金が797万2,864円、

８款国庫支出金が8万3,000円、総額６億772万

2,191円となっております。 

  189ページ、190ページを御覧ください。190ペ

ージ、歳出の支出済額の欄を御覧ください。１

款総務費が2,589万949円、２款保険給付費が４

億2,676万3,818円、３款国民健康保険事業費納

付金が１億1,671万6,024円、５款保健事業費が

830万2,231円、６款基金積立金が 1,419万

3,000円、８款諸支出金719万6,774円、総額５

億9,906万2,796円となっており、歳入歳出差引

残高865万9,395円となっております。 

  国民健康保険事業は、国民健康保険制度の改
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正により平成30年４月から国保財政の運営主体

が市町村から県に移り、県では令和６年を初年

度とする第３期岩手県国民健康保険運営方針を

策定し、国保財政運営の安定化に向けた取組や

市町村の事務の効率化、標準化、広域化などを

推進する取組を市町村の意見を聞きながら進め

ております。また、町では資格管理、保険給付、

保険税の賦課徴収、保健事業などを行っており

ます。 

  歳出を説明いたします。197ページ、198ペー

ジを御覧ください。１款１項、総務費、総務管

理費は、職員の人件費、国保事務処理標準シス

テムに係る経費等、２項徴税費は、職員の人件

費、賦課徴収に係る電算処理システムに係る経

費になります。 

  199ページ、200ページを御覧ください。２款

保険給付費は、一般被保険者療養給付費から高

額療養費、葬祭費等になります。 

  201ページ、202ページを御覧ください。３款

国民健康保険事業費納付金は、県から示された

納付金を県へ納付しております。 

  203ページ、204ページを御覧ください。５款

の保健事業費は、国民健康保険被保険者を対象

とした特定健康診査等に係る経費等になります。 

  続いて、決算附属資料36ページ、37ページを

御覧ください。36ページ、37ページには、決算

の状況につきまして、前年度との比較を含めて

記載をしております。また、決算附属資料の173ペ

ージを御覧ください。173ページには、国民健

康保険税の課税状況、軽減状況、滞納状況等を

記載しております。決算附属資料の188ページ

を御覧ください。188ページの下段のほうから

は、国民健康保険の事業の概要や加入状況、保

険給付の状況、国保税の税率表、それから保健

事業について記載をしておりますので、ご確認

をお願いします。 

  国民健康保険特別会計の説明は以上のとおり

でございますので、よろしくお願いいたします。 

委員長 健康福祉課長の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。特別会計は、歳入

歳出とも一括で質疑を許します。質疑ありませ

んか。 

  普本委員。 

３番  歳入です。決算書191、192の歳入、国民

健康保険税ですが、この徴収した額のうち、18歳

以下の子供の均等割について、対象の人数と徴

収した金額が幾らになるかお知らせください。 

委員長 柳沢税務課長。 

会計管理者兼税務課長 子供の均等割の部分です

けれども、子供の均等割は、未就学児の軽減措

置になっております。未就学児の部分につきま

しては、附属資料の174ページに国保税軽減の

状況を掲載しており、年度末では世帯数が６世

帯の７万6,000円の軽減措置がされております。

その軽減措置を18歳まで拡大した場合ですけれ

ども、ちょっと令和７年２月末現在の数値にな

りますけれども、この現況より約30万ほど増加

する試算結果となります。 

  以上です。 

委員長 普本委員。 

３番  徴収した金額のうち、対象の人数は何人

かと、徴収した金額が幾らになるかという質問

だったのですが、お答えいただいていないよう

な気がするのですが、いかがでしょうか。 

委員長 暫時休憩いたします。 

午前１０時３０分 休   憩 

午前１０時３３分 再   開 

委員長 休憩を解き審査を再開します。 

  税務課長。 

会計管理者兼税務課長 18歳まで納まった金額と

人数ということでしたけれども、ちょっと数字

を持ってきておりませんでしたので、総括質問

の際に答えたいと思います。 

委員長 真嶋委員。 

２番  決算附属資料の173ページです。３の現年

課税分と４の滞納繰越分の前年比が、かなり数

字が、現年課税分ですと0.6％ベースですか、

それから滞納繰越分ですと、前年比でいくと15％



- 142 - 

ベースぐらいにそれぞれなっているようですけ

れども、その要因をお知らせください。 

委員長 税務課長。 

会計管理者兼税務課長 国保税の収納率が上がっ

た要因ですけれども……失礼しました。現年分

と滞納分の前年比の収納率の差ということです

けれども、令和６年度は、岩手県の滞納整理機

構のほうに１名職員を派遣しております。その

中で、滞納の分の収納対策を昨年度は集中的に

やっていただいたもので、滞納繰越のほうの成

果として自主納付だったり、差押え等で押さえ

た額が増えて納税に至った部分が大きくて、滞

納のほうは収納率が上がったという状況になり

ます。 

委員長 真嶋委員。 

２番  現年課税が前年比0.6％ベースというの

は。 

委員長 暫時休憩します。 

午前１０時３８分 休   憩 

午前１０時４０分 再   開 

委員長 休憩を解き審査を再開します。 

  税務課長。 

会計管理者兼税務課長 現年課税分、滞納繰越分

の表ですけれども、この前年度比というのは、

昨年度の収納率と今年度の収納率の差額となっ

ております。現年度分では、今年度の収納率が

98.32％、昨年度は97.71％で、0.61収納率が増

えたという数字の表になっております。滞納分

も同じ、前年度の収納率の数字との比較の差の

表記になっております。滞納額につきましては、

特に昨年度収納対策をした結果、収入未済を多

く減らすことができたので、収納率が上がり、

前年度比も増えているという形になります。 

  以上、いいですか。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 発言がないようですので、お諮りをいた

します。 

  これで認定第２号 令和６年度西和賀町国民

健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

の審査をひとまず終わりたいと思いますが、こ

れにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

委員長 異議なしと認めます。 

  続いて、認定第３号 令和６年度西和賀町後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いての審査に進みます。 

  健康福祉課長より決算の概要説明を求めま

す。 

  健康福祉課長。 

健康福祉課長 後期高齢者医療特別会計決算の概

要について、決算書に基づいて説明させていた

だきます。 

  決算書209ページ、210ページを御覧ください。

210ページ、歳入の収入済額の欄を御覧くださ

い。１款後期高齢者医療保険料が 6 , 2 6 0万

1,900円、３款繰入金が3,645万9,710円、総額

9,944万85円となっております。 

  211ページ、212ページを御覧ください。212ペ

ージ、歳出の支出済額の欄を御覧ください。１

款総務費が391万2,493円、２款後期高齢者医療

広域連合納付金が9,492万9,110円、総額9,902万

5,640円となっており、歳入歳出差引残高41万

4,445円となっております。後期高齢者医療は、

岩手県後期高齢者医療広域連合が保険者として

保険料額の決定、医療費の給付、被保険者証の

交付などを行い、市町村が保険料の徴収、申請

や届出の受付、通知書の発送などを行っており

ます。 

  歳出を説明いたします。217ページ、218ペー

ジを御覧ください。１款総務費は、後期高齢者

医療保険料徴収等事務処理システムに係る経費

等になり、中段、12節委託料、事務支援システ

ム改修業務委託料11万5,500円は、地方公共団

体情報システムの標準化・共通化に対応するた

め、システム移行に係る連携設定変更等に要す

る業務を委託した経費になります。 

  ２款後期高齢者医療広域連合納付金は、被保
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険者から納入いただいた後期高齢者医療保険料

を広域連合へ負担金として納付しております。 

  続いて、決算附属資料の38ページ、39ページ

を御覧ください。38ページ、39ページには、決

算の状況につきまして、前年度との比較を含め

記載をしております。決算附属資料の190ペー

ジを御覧ください。190ページ下段のほうに、

後期高齢者医療制度事業の概要や被保険者数、

保険料の賦課・収納状況、申請書の受付状況に

ついて記載をしておりますので、御覧いただき

たいと思います。 

  後期高齢者医療特別会計の説明は以上のとお

りでございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

委員長 健康福祉課長の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。特別会計は、歳入

歳出とも一括で質疑を許します。質疑ありませ

んか。 

（なしの声） 

委員長 発言がないようですので、お諮りをいた

します。 

  認定第３号 令和６年度西和賀町後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算の認定についての審

査をひとまず終わりたいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

委員長 異議なしと認めます。 

  続いて、認定第４号 令和６年度西和賀町介

護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての

審査に進みます。 

  健康福祉課長より決算の概要説明を求めま

す。 

  健康福祉課長。 

健康福祉課長 介護保険特別会計決算の概要につ

いて、決算書に基づき説明させていただきます。 

  初めに、保険事業勘定です。決算書221ページ、

222ページを御覧ください。222ページ、歳入の

収入済額の欄を御覧ください。１款保険料が２

億2,301万8,100円、３款国庫支出金が４億

1,948万6,400円、４款支払基金交付金が３億

6,473万4,000円、５款県支出金が２億834万

3,623円、７款繰入金が２億3,306万4,500円、

８款繰越金が6,510万7,051円、総額15億1,433万

3,176円となっております。 

  223ページ、224ページを御覧ください。224ペ

ージ、歳出の支出済額の欄を御覧ください。１

款総務費が3,118万6,749円、２款保険給付費が

12億9,689万7,166円、３款地域支援事業費が

4,827万9,143円、５款基金積立金が2,547万

3,000円、総額14億5,186万8,293円となってお

り、歳入歳出差引残高6,246万4,883円となって

おります。 

  歳出を説明いたします。235ページ、236ペー

ジを御覧ください。１款総務費は、職員の人件

費、介護保険システム、介護認定審査会等に係

る経費になります。 

  下段になります。１項１目一般管理費、12節

委託料、介護保険システム改修業務委託料25万

7,950円は、介護保険料等の所得基準額見直し

に伴う介護保険システムの改修業務委託経費に

なります。 

  237ページ、238ページを御覧ください。下段

になります。２款保険給付費は、居宅や地域密

着型施設の介護や介護予防のサービス給付費、

福祉用具購入費、住宅改修費等になります。 

  245ページ、246ページを御覧ください。３款

地域支援事業費は、地域包括支援センター職員

の人件費、介護予防事業、包括支援事業等に係

る経費になります。 

  249ページ、250ページを御覧ください。中段

になります。２項１目包括的支援事業費、12節

委託料、地域包括支援システム改修業務委託料

27万8,300円は、令和６年度の介護保険法改正

に伴う地域包括支援システムの改修業務委託の

経費になります。 

  251ページ、252ページを御覧ください。下段

になります。３項３目認知症総合支援事業費、

１節報酬、４節共済費、８節旅費は、会計年度
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任用職員として新たに認知症地域支援推進員を

任用した経費になります。12節委託料、次のペ

ージ、錦秋湖大滝ライトアップ演出調整業務委

託料9,900円は、９月の認知症月間に合わせて

実施した錦秋湖大滝のライトアップの切替え作

業に要した委託経費になります。13節使用料及

び賃借料、脳の健康度チェックツール使用料３

万2,450円は、集中力や記憶力を判定する機器

の使用料で、地域で実施されているサロン会場

等の場で活用をしております。 

  続いて、介護サービス事業勘定です。決算書

257ページ、258ページを御覧ください。258ペ

ージ、歳入の支出済額の欄を御覧ください。１

款サービス収入が176万4,760円、２款繰入金が

749万5,000円、総額965万4,497円となっており

ます。 

  259ページ、260ページを御覧ください。260ペ

ージ、歳出の支出済額の欄を御覧ください。１

款総務費が927万474円、２款事業費が17万

5,380円、総額944万5,854円となっており、歳

入歳出差引残高20万8,643円となっております。 

  263ページ、264ページを御覧ください。歳出

の主なものは、１款総務費では、地域包括支援

センターの職員の人件費、地域包括支援センタ

ーに設置しているシステム機器の経費等、２款

事業費では、介護予防ケアマネジメント業務委

託料になります。要支援１、要支援２の方が介

護予防サービスを利用する際に作成する介護予

防支援計画は、これまでは居宅介護予防支援事

業所の地域包括支援センターが作成するほか、

包括支援センターが居宅介護支援事業所に委託

して作成していただき、介護予防ケアマネジメ

ント業務委託料として支出しておりました。令

和６年度の介護保険法の改正に伴い、居宅介護

支援事業所が居宅介護予防支援事業所として指

定を受け、介護予防支援計画を作成した場合は

介護報酬を直接請求できるようになったことに

より、介護予防ケアマネジメント業務委託料及

び歳入の１款サービス収入は、昨年度と比較し

減額となっております。 

  続いて、決算附属資料40ページ、41ページを

御覧ください。40ページ、41ページには介護保

険特別会計の保険事業勘定の決算状況、次のペ

ージには介護サービス事業勘定の決算状況につ

きまして、前年度との比較を含めて記載をして

おります。また、決算附属資料の175ページを

御覧ください。175ページには介護保険料の状

況として、収納率や滞納者等の状況について記

載をしております。決算附属資料の192ページ

を御覧ください。３の介護保険事業（保険事業

勘定）には、要介護認定の状況や認定者の内訳、

給付の実績、サービスの利用状況、地域支援事

業等について記載をしておりますので、御覧い

ただきたいと思います。決算附属資料の199ペ

ージを御覧ください。地域包括支援センターの

運営状況や総合相談・支援業務、介護予防・日

常生活支援総合事業、権利擁護、認知症施策、

サービス事業勘定における介護予防サービス・

支援計画書の作成状況について記載をしており

ますので、御覧いただきたいと思います。 

  介護保険特別会計の説明は以上のとおりでご

ざいますので、よろしくお願いいたします。 

委員長 健康福祉課長の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。特別会計は、歳入

歳出とも一括で質疑を許します。質疑ありませ

んか。 

  髙橋宏委員。 

８番  私から１点、決算書になると思いますけ

れども、237、238ページの保険給付費全体で不

用額が今年度2,221万3,834円で、前年度も

2,130万6,000円ほどということなのですけれど

も、そもそもこの保険給付費はこのように予算

を置いて、不用額が出ることが予想されても、

やっぱり保険給付費についてはこのような予算

立てで進めるという考え方なのでしょうか。 

委員長 深澤課長代理。 

健康福祉課長代理 介護保険給付費の不用額につ

いてお答えいたします。 
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  介護保険特別会計における保険給付費は、被

保険者が介護保険サービスを利用した際の利用

料のうち、利用者が負担する費用を除いた７か

ら９割を介護保険給付費として支払うものです。 

  ご質問のありました不用額ですが、保険給付

費全体で2,221万3,834円の不用額が発生してお

ります。月ごとの保険給付費は、令和６年度で

見ると多い月で約１億1,350万円、少ない月で

約9,580万円と、1,770万円程度の開きがありま

す。また、介護保険サービス提供月の２か月後

に請求、支払いであることから、３月補正予算

編成時点で、11月サービス利用分までの実績で

積算せざるを得ない状況であります。介護認定

者数や各サービス給付費の推移を勘案して、補

正予算などの対応をしておりますが、月々の増

減が大きく、給付費の支払いに支障がないよう、

介護給付費の予算額を多めに計上しているとこ

ろです。 

  以上です。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  こういうふうに、毎年多くの不用額が出

ています、最終的といいますか。この不用額は、

どちらのほうに積立てなりなんなりというふう

になっているのでしょうか。基金等はどのよう

になっているのか。 

委員長 深澤課長代理。 

健康福祉課長代理 決算において発生した保険給

付費等に充てている介護保険料や国庫負担金等

の特定財源については、給付の実績に応じて、

介護給付費準備基金への積立てや、国、県及び

一般会計等に返戻し、翌年度精算しているとこ

ろです。 

  以上です。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 発言がないようですので、お諮りいたし

ます。 

  これで認定第４号 令和６年度西和賀町介護

保険特別会計歳入歳出決算の認定についての審

査をひとまず終わりたいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

委員長 異議なしと認めます。 

  これで健康福祉課への審査をひとまず終了し、

次の税務課の審査に移るため、11時10分まで休

憩いたします。 

午前１１時０１分 休   憩 

午前１１時１０分 再   開 

委員長 休憩を解き、税務課の審査を行います。 

  税務課から説明員の課長代理が急遽欠席の旨

の報告を受けておりますので、申し添えます。 

  税務課が所管するのは、２款総務費、町税等

歳入であります。 

  税務課長より決算の概要説明を求めます。 

  税務課長。 

会計管理者兼税務課長 よろしくお願いします。

ただいまから税務課所管の令和６年度決算概要

について説明します。 

  税務課は、主に決算附属資料に基づき、歳入

を中心に説明させていただきます。 

  決算附属資料の167ページを御覧ください。初

めに、１、町税の収納状況（現年課税分）でご

ざいます。調定額の総額が４億7,217万7,518円、

収入済額が４億6,606万8,802円、収入未済額が

610万8,716円、収納率が98.71％となり、前年

度比で0.08ポイント減となりました。 

  次からは、科目ごとの説明になります。（１）、

個人町民税でございますが、定額減税の実施に

より、前年度と比較して調定額、収入済額とも

に減少しております。収入未済額については、

前年度62万7,671円に対し72万3,316円と若干で

すが増額となり、収納率では99.49％で、前年

度比0.12ポイントの減となりました。 

  次に、（２）、法人町民税では、均等割課税が

４事業所増の121事業所、法人税割課税は１事

業所減の36事業所となっております。調定額

2,173万6,600円に対し、収入済額が2,168万

6,600円で、収入未済額が５万円、収納率は
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99.77％と、前年度比0.01ポイントの増となり

ました。内訳は御覧のとおりです。 

  次に、168ページを御覧ください。（３）、固定

資産税では、土地、家屋、償却資産を合わせた

調定額は２億 2 , 7 1 4万円、収入済額が２億

2,190万6,100円、収入未済額が523万3,900円、

収納率は97.70％で、前年度比0.08ポイントの

減となりました。 

  169ページを御覧ください。（４）、軽自動車税、

①、環境性能割では、調定額、収入済額ともに

112万9,200円、収納率は100％となっておりま

す。②、種別割では、調定額2,267万3,700円に

対し、収入済額2,257万2,200円、収入未済額は

10万1,500円、収納率は99.55％で、前年度比

0.21ポイントの増となりました。 

  次に、171ページを御覧ください。２、滞納繰

越分では、調定額の合計が1,612万1,978円、収

入済額が192万7,230円、不納欠損額が138万

1,800円、収入未済額が1,281万2,948円、収納

率が11.95％、収納率で前年度比1.82ポイント

の増となりました。 

  次に、３の町税の滞納の状況（現年度分）は、

国民健康保険税を除く町税の滞納額 6 1 0万

8,716円の税目別の滞納者実数、税額、延べ件

数の表となっております。 

  ４、不納欠損の状況では、138万1,800円を不

納欠損しております。今年度は、全て固定資産

税となっております。 

  172ページを御覧ください。５、滞納処分の執

行状況ですが、税負担の公平性と町税の確保を

図るため、滞納者に対する滞納処分を実施した

内訳となります。換価または取立ての金額の合

計は、預貯金が２件、9,077円、給与等14件で64万

1,040円、その他２件、30万5,257円、合計95万

5,374円で、前年度から３万2,307円の減となり

ました。 

  173ページを御覧ください。国民健康保険税と

なります。１、国民健康保険加入者の状況では、

基礎課税分、後期高齢者支援金課税分ともに令

和６年度の年度末の世帯数は630世帯、被保険

者数は877人、介護納付金課税分の被保険者数

は193世帯、216人となり、世帯数及び被保険者

数は年々減少しております。 

  次に、２の国民健康保険税の課税実績ですが、

世帯数、被保険者数の減少により、前年度より

も均等割、平等割の総額は減少しておりますが、

所得割総額の増により、課税総額は前年度より

増えています。 

  ３、現年課税分では、合計で調定額7,104万

8,500円、収入済額が6,985万4,500円、収入未

済額については前年度165万2,200円に対し

119万4,000円と、45万8,200円の減額。収納率

は98.32％で、前年度比0.61ポイントの増とな

っております。 

  ４の滞納繰越分ですが、合計で調定額301万

3,996円、収入済額が174万8,946円、不納欠損

額が４万600円、収入未済額が122万4,450円、

収納率が58.03％で、前年度比15.58ポイントの

増となりました。 

  174ページを御覧ください。６、不納欠損の状

況ですが、８件、１人で４万600円の不納欠損

処理を行いました。不納欠損の理由は、地方税

法第18条第１項の規定により財産調査を行った

が、換価できる財産がないなどの理由により執

行停止同等と判断し、徴収権の時効により消滅

したものとなります。 

  ８番、滞納の状況（各年度分の滞納金額及び

滞納者数）ですが、平成30年度から令和６年度

まで滞納者数は44人、実人数は33人となってお

り、そのうち令和６年度新規滞納者の実人数は

21人です。滞納者実人数は前年度より１人増と

なりましたが、滞納金総額では69万9,146円の

減となっております。令和６年度は、町税及び

国民健康保険特別会計の滞納繰越分の収納率が

前年より増加しております。令和６年度は、本

町から岩手県地方税特別滞納整理機構に職員を

派遣し、徴収事務に取り組めた成果の表れと捉

えております。 
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  175ページを御覧ください。介護保険料につい

てご説明いたします。１、介護保険料の状況で

すが、現年度分の特別徴収、普通徴収、繰越分

を合わせた調定額は２億2,398万5,900円、収入

済額２億2,301万8,100円、不納欠損額６万

1,800円、収入未済額は90万6,000円と前年度よ

り増額となりました。 

  次に、収納率は、現年課税分の特別徴収は

100％ですが、普通徴収は95.64％、滞納繰越分

は51.15％と前年度から減少しております。 

  滞納者の状況ですが、実人数が前年度11人か

ら今年度18人と、７人増加しております。 

  次に、191ページを御覧ください。後期高齢者

医療保険料賦課・収納状況について説明いたし

ます。令和６年度現年度分の特別徴収、普通徴

収、繰越分を合わせた調定額は6,305万5,700円、

収入済額は6,260万1,900円、収入未済額は45万

3,800円。 

  収納率は、現年度分で99.44％、滞納繰越分で

15.35％となっております。 

  （４）、滞納年度別の滞納金額と滞納者数の表

となります。実質人数は７人となっております。 

  これまで歳入を中心に説明させていただきま

したが、最後に歳出の新規事業について説明い

たします。決算書抜粋版、歳出の９から10ペー

ジを御覧ください。２款２項２目賦課徴収費、

18節負担金、補助及び交付金ですが、定額減税

補足給付金として846名に3,559万円を交付して

おります。 

  私からの説明は以上となりますので、よろし

くお願いいたします。 

委員長 税務課長の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。初めに、歳入に関

する質疑を一括で許します。質疑ありませんか。 

  中村委員。 

４番  私からは、附属資料の７ページの町税の

部分ですけれども、町民税の個人分のところが

1,683万2,000円のマイナス10.6％で、前年度よ

りも減少幅が大きくなっていますけれども、こ

ちらの理由を教えていただけますか。 

委員長 税務課長。 

会計管理者兼税務課長 町民税、個人のマイナス

1,683万2,000円と、前年度より減少幅が大きい

理由につきましては、令和６年度において、デ

フレ完全脱却のための総合経済対策の物価高へ

の支援として定額減税の実施がありましたので、

個人住民税課税額が大きく減少しております。

減税分となった分の財源については、国から全

額補填されることとなっております。 

  以上です。 

委員長 中村委員。 

４番  先ほどのご説明ありがとうございました。 

  あともう一つは、附属資料172ページの滞納処

分の執行状況のところですけれども、18件ござ

います。それで、町税の滞納の状況というのは、

171ページの３番に書かれていますけれども、

差押えをされた18件の具体的な内容を教えてい

ただけますでしょうか。 

委員長 税務課長。 

会計管理者兼税務課長 差押えした内訳ですけれ

ども、滞納者の方の給与と預貯金、そのほかに

売掛金、あとは出資金、あとその方への委員報

酬と補助金について差押えをさせていただいて

おります。 

委員長 中村委員。 

４番  私がお伺いしている内容というのは、こ

の差押えをしたもとといいますか、土地なのか、

固定資産税なのか、町税も固定資産税ですとか

いろいろな税金が入って、全てが町税になると

思うのですけれども、その内訳、何に対してと

いうことです。土地なのか、家屋なのか、税金

なのか。 

委員長 税務課長。 

会計管理者兼税務課長 税目ごとの内訳というこ

とでしたけれども、主に町県民税と国民健康保

険税になっております。 

委員長 普本委員。 

３番  附属資料の174ページ、８番、滞納の状況
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というところで、令和６年に人数が９人から26人

に大きく増えているなと思います。それから、

175ページの介護保険料の滞納者の状況という

ところでも令和５年が５人、令和６年15人とい

うふうに大幅に増えているように見えるのです

が、そこはどのような影響と捉えていますか。 

委員長 税務課長。 

会計管理者兼税務課長 滞納の状況についてです

が、令和５年度以前の分に関しては、令和６年

度中に納付を促して減額となっております。令

和６年度の滞納の部分につきましては、今年度、

令和７年度で回収していくというような形にな

っております。それで、数字の開きが出てきて

いるというところになります。 

委員長 普本委員。 

３番  では、締めの関係ということで、令和６

年が急に増えたということではないということ

ですか。 

委員長 税務課長。 

会計管理者兼税務課長 すみません、説明が不足

しておりました。過年度分、令和５年度以前の

分に関しては、年々収納していただくので、減

っていきます。令和６年度の分に関しては、６

年度中のものなので、ちょっと令和５年度以前

の部分とは差が開くのですけれども、例年この

程度のといいますか、現年分の滞納はこういっ

た金額になっております。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 次に、歳出に関し、ページごとに審査を

進めます。 

  ７ページ、８ページ、質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 ９ページ、10ページ、質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。11ページ、12ページ、質疑あ

りませんか。 

（なしの声） 

委員長 それでは、全体を通して質問し忘れ等あ

りませんか。 

（なしの声） 

委員長 発言がないようですので、お諮りをいた

します。 

  これで税務課が所管する一般会計の審査をひ

とまず終わりたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

（異議なしの声） 

委員長 異議なしと認めます。 

  これで税務課への審査をひとまず終了し、次

の建設水道課の審査に移りますが、昼食のため

13時まで休憩いたします。 

午前１１時３３分 休   憩 

午後 １時００分 再   開 

委員長 休憩を解き審査を再開します。 

  次に、建設水道課の審査を行います。建設水

道課が所管するのは、４款衛生費、６款農林水

産業費、８款土木費、11款災害復旧費のほかに

事業会計もありますので、併せて審査します。

初めに、一般会計の審査から行います。 

  建設水道課長より決算の概要説明を求めま

す。 

  建設水道課長。 

建設水道課長 午後からもよろしくお願いします。

本日は、建設水道課の職員、主査以上の職員を

基本的には出席としておりますが、一部現場対

応が入った職員がおりますので、その者につい

ては今外部で作業をさせていただいております。 

  それでは、令和６年度建設水道課所管の一般

会計決算状況について概要を説明させていただ

きます。着座にて説明をさせていただきます。 

  当課所管の一般会計歳入歳出決算書の一部抜

粋版により、また事業ごとの詳細につきまして

は令和６年度決算附属資料にてご確認いただき

ます。 

  では初めに、歳出についてですが、決算書の

５ページ、６ページを御覧ください。４款衛生

費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、27節

繰出金４億2,217万6,000円は、水道事業への繰
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出金です。 

  ６款農業水産業費、１項農業費、１目農地費、

27節繰出金5,149万1,000円は、下水道事業のう

ち農業集落排水事業への繰出金となります。 

  ７ページ、８ページを御覧ください。８款土

木費、２項道路橋りょう費、１目道路橋りょう

総務費、12節委託料、道路台帳補正業務委託料

376万2,000円は、道路構造物の更新や道路幅員

の変更に伴い、５路線１橋の更新を行ったもの

です。18節負担金、補助及び交付金として、各

種団体の負担金や会費など64万6,500円を支出

しております。 

  ９ページ、10ページを御覧ください。２目道

路維持費、 10節需用費の支出済額 3,257万

2,379円のうち修繕料2,861万6,410円は、道路

路面の劣化による補修や、側溝、ガードレール

等の道路安全施設の修繕のほか、道路維持車両

の修繕に要した支出でございます。 

  12節委託料の橋梁・トンネル長寿命化修繕計

画更新業務委託料1,265万円は、橋梁、トンネ

ルなどの道路構造物についてメンテナンスサイ

クルを図るため、修繕計画を更新したものでご

ざいます。詳細は、決算附属資料121ページ下

段に記載がございます。道路環境整備業務委託

料360万4,700円は、登山遊歩道につながる町道

等５路線のパトロールや草刈り、簡易修繕等を

委託したものであります。 

  14節工事請負費4,341万3,700円の支出です

が、町道上野々住宅線側溝改修工事、町道大石

笹原線道路防災対策工事の一部及び町道東側幹

線の舗装補修工事のほか、区画線設置工事を施

工しております。 

  ２目道路維持費の詳細は、決算附属資料121ペ

ージ上段と122ページに記載しておりますので、

併せてご確認をお願いします。 

  次に、３目道路除雪費ですが、２節、３節、

４節までは、会計年度任用職員として採用して

おります除雪作業員に係る給料等の人件費でご

ざいます。 

  11ページ、12ページを御覧ください。７節報

償費４万円の支出ですが、除雪作業員の表彰規

程に基づき、２名の表彰を行ったことに伴う費

用でございます。 

  10節需用費は、除雪機械のチェーンやカッテ

ィングエッジなど消耗品の購入や、除雪機械の

燃料費、車検整備等に伴う修繕費として支出し

たものです。 

  12節委託料の町道除排雪業務委託についてで

すが、除雪業務に関して業務の一部を委託して

おり、町内８基地のうち、貝沢基地、中村基地

と長瀬野基地、それぞれの管轄路線を委託方式

としております。委託路線数は84路線、延長61キ

ロとなっており、総除雪延長193キロに対し32％

の割合となっております。 

  また、例年に加え新たな事業は、町道湯本清

水ヶ野線吹雪対策施設調査検討業務を委託し、

老朽化しつつある清水ヶ野地区のスノーシェル

ターについて今後の対応を検討するため、同地

の降雪状況、風雪などによる吹雪の影響などを

調査しました。また、湯本流雪溝取水口流雪進

入防止柵設置等管理業務委託は、湯本流雪溝の

取水は和賀川から得ておりますが、雪などが進

入し取水に影響が出ることから、例年防止柵を

設置しております。この防止柵について、設置

撤去のタイミングや柵の構造などを利用組合に

業務委託することで自由度を増し、もって流雪

溝利用者の運営に寄与しようとしたものです。 

  13ページ、14ページを御覧ください。14節工

事請負費では、上野々地区からの要望により令

和５年度に実施した上野々流雪溝流末作業用足

場点検業務の結果から、腐食など劣化していた

足場等の改修工事を行っております。また、町

道坂本下の沢線ロードヒーティング設備更新工

事では、経年劣化していたボイラーの更新工事

を行っております。ほか、長瀬野除雪車格納庫

のトイレ改修工事、町道田代下線側溝改修工事

を行っております。 

  17節備品購入費ですが、ロータリー除雪車１
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台を更新しております。 

  それから、詳細は決算附属資料の123ページか

ら124ページ上段と、219ページのⅢ、町道の維

持管理、１、維持関係、（４）、除雪業務と221ペ

ージから222ページ、さらにⅣ、流雪溝の維持

管理と運用に記載しておりますので、併せてご

確認をお願いします。 

  人口減少と高齢化により、作業員の確保は厳

しい状況となっておりますが、情報発信事業に

合わせ地域おこし協力隊の募集も行うなど、西

和賀町の除雪技術の継承と安心、安全な冬期交

通確保対策を引き続き図ってまいります。 

  次に、決算書に戻っていただいて、４目道路

新設改良費ですが、13節使用料及び賃借料の土

木積算システム使用料、ＣＡＤソフト使用料は、

工事等設計図面作成に使用するためのシステム

使用料となります。 

  次に、５目橋りょう費は、決算附属資料124ペ

ージ下段と125ページ上段に詳細がございます

が、12節委託料は橋梁改修事業として、町道下

左草１号線15号橋と町道本屋敷雫田線仙の沢橋

防護柵の橋梁等補修工事に係る設計業務を委託

しております。14節工事請負費は、令和５年度

からの繰越事業として実施した町道川尻湯田線

間木野橋橋梁補修工事（その１）と令和６年度

事業として実施した（その２）工事を実施して

おります。 

  続いて、３項河川費になります。決算附属資

料125ページ下段と126ページ上段も併せてご確

認ください。12節委託料は、河川改修事業とし

て普通河川口広沢川の測量設計を業務委託し、

その他普通河川細内川の改修工事に伴う用地購

入に係る用地測量業務、登記業務について委託

しております。 

  15ページ、16ページを御覧ください。14節工

事請負費は、令和５年度からの繰越事業として

実施した普通河川細内川河川改修工事（その２）

と令和６年度事業として実施した（その３）工

事を実施しております。本工事におきまして、

令和７年度へ一部繰り越すこととしております

が、既に工事は完了しております。普通河川細

内川については、改修規模が大きいことから、

令和４年度から３か年で実施することとしてお

りましたが、令和７年度への繰越事業完了によ

り、本改修工事は全て完了いたしました。 

  次に、４項都市計画費です。湯本地区の湖岸

公園管理経費など、当課所管の公園維持管理経

費となります。 

  ２目下水道費２億8,969万5,000円は、下水道

事業のうち、特定環境保全公共下水道事業と浄

化槽事業への繰出金となります。 

  冒頭で説明した水道事業、農業集落排水事業

を含む上下水道事業は、公営企業会計の決算で

その詳細を説明いたします。 

  続いて、５項住宅費、１目住宅管理費です。

建設水道課で所管している公営住宅の維持管理

について、10節需用費、修繕料ですが、退去に

伴う修繕のほか、老朽化に伴う突発的な修繕も

増えております。 

  17ページ、18ページを御覧ください。12節委

託料、町営川舟団地２棟４戸及び川舟団地特定

公共賃貸住宅２棟４戸の改修工事設計・監理業

務委託、14節工事請負費の同改修工事は、予防

保全の観点から長寿命化計画に基づき、計画的

に改修工事を実施しております。令和６年度に

おきましては、同団地の屋根のふき替え、外壁

張り替え工事や給排水工事などを実施しており

ます。なお、同計画に基づき、大沓団地特定公

共賃貸住宅の３棟６戸の改修工事設計業務も委

託しており、令和７年度の改修工事として既に

発注しているところです。今後も居住性向上の

ため、順次改修工事を行っていくこととしてお

ります。 

  18節負担金、補助及び交付金の住まいづくり

応援事業補助金39万円の支出ですが、住宅の水

洗化工事、バリアフリー工事、耐震補強工事な

どを町内事業者が施工する場合に、その経費の

10％を補助するものであります。令和６年度は、
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２件の補助金を交付しておりますが、いずれも

水洗化工事に関するものでした。その他住宅関

連の詳細につきましては、決算附属資料126ペ

ージ下段、127ページ、さらに222ページから224ペ

ージに記載しておりますので、併せてご確認を

お願いします。 

  土木費の歳出に係る説明は以上のとおりです。 

  次に、11款災害復旧費です。17ページ、18ペ

ージを御覧ください。令和５年７月15日から７

月20日に発生した大雨災害の対応では、補助事

業として河川債４件、道路債７件、合わせて11件

の災害申請を行い、令和６年度に事業繰越しを

行っておりましたが、全ての事業が完了してお

ります。また、単独事業としては令和５年度か

らの繰越し、河川債８件、道路債７件と、令和

６年度発生災害の河川債９件、道路債４件、合

わせて28件を実施し、これらも全て事業は完了

しております。 

  続いて、歳入についての説明です。抜粋決算

書の冒頭に戻っていただきます。歳入の１ペー

ジと２ページとなります。15款１項６目土木費

使用料、収入済額2,782万3,031円は、道路占用

料などの行政財産使用料と公営住宅使用料など

です。収入未済はございません。なお、住宅使

用料の詳細は、決算附属資料224ページにも記

載がありますので、先ほどもご説明しておりま

すが、併せてご確認をお願いします。 

  16款国庫支出金の１項３目災害復旧費国庫負

担金は、先ほど説明した災害復旧費のうち、令

和６年度支出分に係る国庫負担金となります。 

  ２項４目の土木費国庫補助金は、現年の道路、

橋梁に係る３事業に対して8,351万円と、臨時

の道路除雪事業費に対する補助金8,400万円の

交付を受けており、繰越事業分として橋梁改修

事業費177万2,000円の交付を受けております。

また、公営住宅改善事業に対し2,067万6,000円

の交付を受けております。 

  ３ページ、４ページを御覧ください。23款町

債では、土木債として１億5,960万円、災害復

旧債として2,970万円の借入を行い、各事業の

財源として充当しているものでございます。 

  以上で建設水道課に係る一般会計決算の説明

を終わらせていただきます。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

委員長 建設水道課長の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。初めに、歳入に関

する質疑を一括で許します。質疑ありませんか。 

  真嶋委員。 

２番  抜粋でいきますと、２ページのところで

町営住宅の使用料が出ております。具体的には、

決算附属資料の224ページですか、実際の住宅

の使用状況等が出ておりますが、その中で特に

若者定住促進住宅18戸のうち６戸が空いている

ということで、３分の１ほどがまだ空いている

という状況。一方で、現状でいきますと、新し

く移住促進で単身棟のほうについてはフルに入

居いただいているというような状況があるよう

ですけれども、この空き家状況、比較的建築年

数も古くはない若者定住促進住宅だと思います

けれども、一時的なものなのか、ある程度空き

家が固定しているのか。今後対策が必要ではな

いかというようなことを含めてお伺いします。 

委員長 建設水道課長。 

建設水道課長 住宅使用料に関する決算附属資料

の管理団地の空き状況についてのご質問という

ことでございます。 

  この数値につきましては、６月末現在の数値

でございまして、常に住宅に関しては出入りが

ございますので、現在若者の住宅に関しては湯

田の住宅１戸のみが空いている状況でして、特

に若い方々につきましては就職とともに入って、

転職とともに移動する方もいらっしゃいますの

で、結構動きが多いということはご理解いただ

きたいと思います。なかなか入れないというよ

うなときもございますし、逆に空いているよう

な場合もありますので、流動的なものであると

いうふうにご理解をお願いします。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 
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（なしの声） 

委員長 次に、歳出に関し、ページごとに審査を

進めます。 

  ５から６ページ、質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。７から８ページ、質疑ありま

せんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。９から10ページ、質疑ありま

せんか。 

  唐仁原委員。 

６番  決算の抜粋のほうでいうと、10ページの

真ん中辺りです。附属資料だと121ページの下

段ですけれども、橋梁・トンネル長寿命化修繕

計画更新があったということで、２計画となっ

ていますけれども、計画の内訳について教えて

ください。 

委員長 高橋武弘課長代理。 

建設水道課長代理 それでは、私のほうからお答

えします。 

  この業務は、令和元年度に策定しました西和

賀町橋梁長寿命化修繕計画及びトンネル長寿命

化修繕計画の２つの計画について、令和２年か

ら５年にかけて実施しました法定点検の結果を

基に計画的かつ予防的な修繕を行うことで、今

後の修繕に必要な予算の縮減や平準化を図り、

道路交通の安全性と信頼性を将来にわたり確保

することを目的に修繕計画の見直しを行ったも

のです。 

委員長 唐仁原委員。 

６番  ありがとうございます。これで計画の見

直しを行った内容とかというのは、例えばどこ

かで情報公開されていたりというのはしますで

しょうか。 

委員長 建設水道課長。 

建設水道課長 では、ただいまの質問に、さらに

答弁に付け加えながらお話をします。 

  今課長代理が申したとおり、この計画につき

ましては、現在各種計画は長寿命化を図るため、

さらに予算の平準化を図るという意味合いで予

防保全的な対応をさせていただこうというもの

で、計画の中身につきましては、前回の計画が

令和２年に策定した計画でございます。国の方

針に基づきまして、道路メンテナンス事業補助

制度といった要綱ができておりますので、この

長寿命化修繕計画に基づいた事業が国庫補助と

いうふうになりますので、町としても適宜計画

づくりをしていたところでございます。令和２

年度から令和６年度の初めての計画期間が終わ

りましたので、令和６年度において令和７年度

以降の５年間の計画を策定したということです。 

  計画の内容につきましては、まず長寿命化に

係る目的と対象の構造物、これは現在町の橋で

143橋、トンネルは４トンネルがございます。

このものにつきまして、計画の考え方、優先順

位といった考え方を示させていただき、５か年

計画の中で点検や補修工事を行っていく道筋を

つくっているものです。さらに、平準化に関し

ての効果試算などについても、計画の中でお示

ししているということです。 

  ただ、現在のところ外部に公表しているよう

な状況ではないものですから、ちょっと見てい

ただくような機会が今のところはないような状

況になってございます。 

委員長 唐仁原委員。 

６番  インフラに関しては、町が公共施設等総

合管理計画とかで出していて、多分その中でも

道路とかについても触れられたりはしていると

は思うのですけれども、インフラがちゃんとこ

のまま維持管理ができていくのかというのは町

民にとって非常に重要な関心事かなと思います

ので、どういう形でか公表していくのがいいの

ではないかなと思うのですけれども、いかがで

しょうか。 

委員長 建設水道課長。 

建設水道課長 検討させていただきます。 

委員長 真嶋委員。 

２番  14節の工事請負費ですか、３事業挙げら
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れておりますけれども、上野々の住宅線側溝改

修工事の内容、同じく大石笹原の内容、そして

町道東側幹線については維持管理指数に沿って

計画的に行われているような説明が附属資料

122ページに載っておりますけれども、東側幹

線については単年度で事業が終わっているのか。

ＭＣＩに沿った計画の流れというのをもう少し

説明いただければうれしいと思いますけれども、

よろしくお願いします。 

委員長 高橋課長代理。 

建設水道課長代理 お答えします。 

  町道東側幹線の補修工事につきましては、先

ほど委員ご説明のとおり、維持管理指数に基づ

き実施しておりまして、町道東側幹線につきま

してはほかにも補修が必要な箇所があります。

町内全体でいきますと、要修繕箇所につきまし

ては約21キロございまして、その年度年度、予

算に見合った場所を選定して実施しております。

今後につきましても、必要な予算を要求しなが

ら随時進めていきたいと考えております。 

  それから、町道大石笹原線につきましては、

道路の路肩に一部擁壁がありまして、そちらの

ほうが破損しておりますので、そちらのほうを

直している事業でございます。令和７年度に繰

越しして、９月末で工事が完成する予定となっ

ております。 

  それから、町道上野々住宅線の側溝改修につ

きましては、延長29メートルの水路式側溝を落

ち蓋式側溝に改修する工事を行っております。 

  以上です。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。11、12ページ、質疑ありませ

んか。 

  唐仁原委員。 

６番  先ほど課長から説明がありましたけれど

も、12ページの下のほう、町道湯本清水ヶ野線

吹雪対策施設調査検討業務委託料ということで

すけれども、こちらはどういった結果で、今後

どういう対策を取ることが見込まれるのか教え

ていただければ。 

委員長 建設水道課長。 

建設水道課長 メンテナンスサイクル事業の中の

一環ということで、道路構造物については、そ

の劣化度を常に把握しているということになっ

ております。湯本清水ヶ野線の清水ヶ野地区に

スノーシェルター２か所ありますけれども、橋

をまたいでですね、これにつきましては道路判

定、劣化度の判定がありまして、１から４とい

う基準がありまして、１は出来たてほやほやの

ような状況で、通常であれば２ぐらいの状況で

あるわけですけれども、これが３となりますと

対応が必要だということになります。４になる

と直ちに通行止めをするか、直ちに改修をする

かという判定基準になっておりまして、その中

の３判定ということになりましたので、スノー

シェルターにつきましてはどのような対策を取

っていくかというのを内部的に検討してきたと

ころです。 

  ただ、新たなものに更新をするとなると、か

なり高額な経費がかかるというのが見込まれま

したので、現在の状況は、当時設置されたのが

県道であった時代のスノーシェルターでござい

ましたので、現在の気象条件と今のスノーシェ

ルターの考え方が適正なのかということをまず

は検討しようということで、こういった理由は、

西側に新たなバイパス県道ができまして、そこ

に防雪柵の設置もございますし、さらに清水苑

もできたというようなことで状況が変わってお

りましたから、調査をさせていただきました。

その結果によりますと、スノーシェルターほど

の設備はなくても大丈夫だろうという結果が今

の段階では出ております。そういったことから、

今後は方針を整えながら、適切な防雪対策をシ

ェルター以外のところで考えていこうという方

針を現在のところは検討しているさなかでござ

います。 

委員長 髙橋宏委員。 
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８番  私からは、町道排雪業務の委託について

ですけれども、先ほど課長からも説明がありま

した。附属資料の219ページに、３路線の委託

ということになっておりますけれども、委託業

者によるかもしれないですけれども、直営とま

た違う形での除雪を行っていると思います。こ

ういうことに対して、町民からは直営のときと

違っているということで何か、苦情という言い

方が適切かどうか分かりませんけれども、そう

いうような話が町民から来ているというような

ことはないのでしょうか。 

委員長 建設水道課長。 

建設水道課長 11ページ、12ページの町道の除排

雪業務委託についての直営と委託の作業等々の

違いはいかがかというご質問ということだと思

います。このことにつきましては、今年３月の

一般質問の折に同様の答えをしておったわけで

すけれども、そのときのご質問の中身をちょっ

と改めてここでお話をさせていただきます。 

  質問につきましては、除雪路線を民間委託せ

ざるを得ない大きな要因は人手不足の現状だと

いうことで、その中で民間委託したことによる

地域町民からの評価はどうかというご質問でご

ざいました。当時の答弁といたしましては、除

排雪業務委託に対し、直接地域や町民から評価

をいただいてはおりませんが、令和４年度から

業務委託に対し、受託業者などからの聞き取り

や苦情などについて取りまとめております。直

営除雪との評価と比べ、遜色のないものだとい

うふうに考えておりますが、特に苦情などに関

しましても、除雪作業は町全体の効率化と統一

作業工法を取っておりますので、一部個別的な

案件によるものであるとか、または大雪による

作業の遅れなどに対しての苦情はありますが、

これらについても委託、直営変わらない苦情の

状況でございます。 

  業務委託につきましては、令和６年度で３シ

ーズン目というふうになっております。そうい

った意味では、かなり委託事業者の方々も慣れ

てきておる状況でございまして、ましてや業務

委託基地や路線に関しても毎年同じところをや

っていただいておる状況ですので、地域の実情

に応じ柔軟な対応ができるように、逆に事業者

の方々で工夫をしていただいているという現状

を鑑みたときには、民間への業務委託の効果は

あったものであるというふうに捉えておるとこ

ろでございます。 

  以上です。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  特に問題がないということのようですか

ら、それはそれでよかったなと思いますけれど

も、人手不足で委託したのは当然分かります。

ただ、委託される業者さんのほうも同じような

状況があるのではないかと思うのですけれども、

町としては今後こういう方式を広めていくのだ

ろうとは思いますけれども、委託される側でも

っと広げていきたいというような状況なのか、

それともこれ以上はなかなか委託できないとい

うような状況等について、委託業者との検討は

どのようになされているのでしょうか。 

委員長 建設水道課長。 

建設水道課長 まず、人手不足である状況につき

ましては、当然のことながら、町内の建設業界

にとっても同様の状況でございます。ただ、除

雪に関しましては、直営除雪でその基地で雇用

されていた方々に一部入っていただく形を取っ

ておりますので、当然現場の状況が分かってい

る方が入らなければいろんなトラブルが出ます

ので、そういった意味では、それぞれの基地に

配属になっていた方が委託業者の方々に改めて

採用される形で数名入っておる状況でございま

すので、あとは企業で努力をしていただくしか

ないというふうに考えているところです。 

  それから、今後につきましては、今皆さんが

金額見ておるとおりでございます。業務委託を

するということは、非常に高額な設定になりま

すので、これが今後町として耐え得るものなの

かどうなのかというのは、改めて検討が必要だ
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ろうというふうに思っているところでございま

す。 

  また一方で、岩手県に対しましても、特別豪

雪地帯である西和賀町につきましては、県の直

営除雪も西和賀にだけあるというような状況で

ございますので、この前県知事も入られました

県要望の折には真摯に聞いていただきまして、

県との協議を積み重ねていこうというふうなこ

とをさせていただくところでございまして、ま

さしく明日、北上土木センターの所長さん以下

いらっしゃいまして、今後の除雪の方針につい

て、町と県と併せましてどのような形がいいの

かというのを協議を進めていこうというところ

でございます。 

  いずれにせよ、経費と、あと人数と、そうい

った部分をしっかり加味しながら、町の除雪と

して遜色のないようしっかりやっていきたいと

いうふうに考えているところでございます。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。13、14ページ、質疑ありませ

んか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。15、16ページ。質疑ありませ

んか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。17、18ページ。質疑ありませ

んか。 

  唐仁原委員。 

６番  抜粋のほうの18ページの中段辺りです。

附属資料だと126ページの下段ですけれども、

住まいづくり応援事業補助金についてです。対

象になっている事業が３事業ぐらいあって、そ

の工事の内容を見ると、もっと補助の応募をし

てくる人がいるのかなと思っていたりもするの

ですけれども、今回２件だったということです

が、補助実績をどのように評価しているか教え

ていただければ。 

委員長 建設水道課長。 

建設水道課長 住まいづくり応援事業の事業評価

についてのお話でございます。まず、事業につ

きましては、改めてお知らせをしますけれども、

対象となりますのは一般住宅でございまして、

年に広報、ホームページ等で告知を行っている

ところでございますが、これにつきましては町

内事業者で補助事業を基本的に把握しておりま

すので、住民から対象工事の相談があった場合

で対象となる場合には、申請の手続をフォロー

アップしていただいている状況となっています。

この補助事業につきましては、町内事業者が行

うことが大前提となっておりますので、基本的

には漏れはないだろうというふうに考えている

ところではあるのですが、それでも、委員おっ

しゃるとおり、もしかすると漏れがあるのかも

しれませんが、そこら辺につきましては我々捕

捉ちょっとできませんので、何とも言えません

が、昨年度の事業につきましては、水洗化工事

が２件の対象といったことで補助金の執行をさ

せていただいたところであります。 

  住まいづくり応援事業に関しましては、様々

な改正を行ってきておりまして、当初は断熱工

事なども対象としていたところだったのですけ

れども、今年度から新たな制度ができましたの

で、そちらのほうに移し替えることで、断熱工

事につきましてはそちらの補助事業を使うよう

にするですとか、またはバリアフリーに関しま

しては、さらに割のいい補助がまた違う課で出

しているものもございますので、そちらを使わ

れている方が多いようだというふうに考えてお

るところです。 

  いずれにせよ、優良住宅に対する国の進め方

もございますので、そういったものをしっかり

見受けながら、町もしっかりフォローアップで

きていければいいなというふうに考えていると

ころでございます。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。19、20ページ、質疑ありませ
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んか。 

（なしの声） 

委員長 それでは、全体を通して質問し忘れ等あ

りませんか。 

（なしの声） 

委員長 発言がないようですので、お諮りをいた

します。 

  これで建設水道課が所管する一般会計の審査

をひとまず終わりたいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

委員長 異議なしと認めます。 

  続いて、認定第７号 令和６年度西和賀町水

道事業会計決算の認定についての審査に進みま

す。 

  建設水道課長より決算の概要説明を求めま

す。 

  建設水道課長。 

建設水道課長 それでは、改めまして令和６年度

西和賀町水道事業会計歳入歳出決算の概要につ

いて説明いたします。 

  ご確認いただく資料は、令和６年度西和賀町

水道事業決算書と、事業の詳細につきましては

令和６年度西和賀町水道事業決算附属資料にて

ご確認をお願いします。数字的な部分につきま

しては、議案上程の際に申し上げておりますの

で、ここでは水道事業全般に関して説明をいた

します。 

  初めに、決算書１ページ、２ページを御覧く

ださい。収益的収入及び支出の支出につきまし

ては、支出決算額が収入決算額を上回っており

ますが、このことについては地方公営企業法施

行令第18条第５項において認められている予算

執行に係る規定に基づく処理方法で、支出にお

いて固定資産の除却等が生じたことに起因する

もので、いずれも現金支出を伴っておりません

ので、このような会計処理となっております。 

  次のページを御覧ください。資本的収入及び

支出について、資本的収入が資本的支出額に対

し不足する額１億7,781万726円については、消

費税資本的収支調整額（当年度分） 3 2万

4,700円、損益勘定留保資金１億7,748万6,026円

を補填し、調整いたしました。 

  続いて、９ページの事業報告書を御覧くださ

い。令和６年度の業務量は、年間総配水量90万

8,401立米、年間総有収水量54万9,042立米、１

日平均配水量は2,488立米となっており、給水

人口は4,538人、給水戸数2,125戸となっており

ます。人口減少に伴う給水戸数の減少、節水対

応機器の技術的向上などにより、給水量は年々

減少を続けている状況です。さらに、本町は南

北に広く、住民の生活区域も都市部に比べ点在

している状況から、管路延長は人口数と比較し

て長く、維持経費が割高となっております。そ

のような状況から、経営に関しましては、先ほ

ど説明させていただいたとおり、非常に厳しい

経営状況となっており、当年度は純損失3,351万

2,058円を計上いたしました。工事等の状況は、

湯川浄水場の№１送水ポンプ交換工事ほか、不

具合が生じた設備について更新をしております。

金額の大きなものの一覧につきましては、11ペ

ージに記載がございます。 

  また、水道料金、その他供給条件の設定、変

更に関しましては、令和３年度末から取り組ん

でいた水道料金のあり方について、西和賀町水

道料金検討委員会からの提言を受け、住民説明

会などを経て、令和７年度第14回西和賀町議会

定例会における西和賀町水道事業給水条例の一

部を改正する条例により水道料金の改定を行い、

今年７月から新料金を適用しております。 

  12ページを御覧ください。業務関係ですが、

給水人口などは先ほど説明いたしましたので、

割愛させていただきます。量水器、水道のメー

ターでございますが、この交換につきましては、

計量法によりまして８年ごとに交換することが

定められており、令和６年度は311個を交換し

たところです。 

  続いて、漏水などの状況について記載してお



- 157 - 

ります。昨年度は27件の漏水があり、対応する

修繕費として727万2,589円を支出しております。 

  13ページを御覧ください。水質検査は、法で

定められた検査を実施しておりますが、いずれ

も異常は検出されておりません。令和６年度は、

通常検査などに加え、メディアなどからも報道

がありました有機フッ素化合物のうち、健康へ

の影響が指摘されているＰＦＯＳやＰＦＯＡに

ついても検査を行っており、同成分についても

本町では検出されておりません。 

  14ページからは、重要契約の要旨として、１

件50万円以上の工事費や修繕費について掲載し

ております。 

  18ページから21ページまでは、収益費用の明

細を掲載しております。 

  22ページと23ページは、資本的収入支出の明

細を掲載しております。 

  24ページ、25ページは、固定資産明細書を掲

載しております。 

  26ページ以降は、企業債の明細書を掲載して

おります。 

  次に、決算附属資料１ページ下段から２ペー

ジを御覧ください。決算附属資料の説明でござ

います。４、使用者等の状況ですが、契約件数

は2,274件で、新規加入者は20件ありましたが、

総合で昨年度比では８件減少しております。 

  ３ページ、４ページを御覧ください。水道料

金の改定については先ほど説明しておりますが、

その内容について掲載しております。これまで

水道料金は、団体用、営業用など用途別にて区

分しておりましたが、全国的に採用されている

口径別方式へ変更することとし、基本水量も

10立米から５立米となっております。改定後の

料金変更は、冬季推定料金の調整期間後の７月

からとなっております。 

  また、給水停止の状況は４ページ下段の表の

とおりです。 

  ５ページを御覧ください。令和６年度末の未

収額につきましては486万5,832円となっており

ます。 

  巻末には、水道事業の経営健全性・効率性の

指標を掲載しております。 

  以上で、令和６年度西和賀町水道事業会計決

算の概要説明を終わります。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

委員長 建設水道課長の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。事業会計は、歳入

歳出とも一括で質疑を許します。質疑ありませ

んか。 

  髙橋宏委員。 

８番  ちょっと繰り返しの答弁になるかもしれ

ないのですけれども、事業報告書の最初のほう

に給水戸数、給水人口とも減っていると。営業

収益が上がったことは、先ほど課長が説明した

公営企業会計によって現金を伴わない収益とい

うことなのか。あと、配水量についても戸数、

人口とも減っているのですけれども、配水量が

増加しているという、この辺の関係についてご

説明いただきたいと思うのですけれども。 

委員長 建設水道課長。 

建設水道課長 質問の冒頭のところでちょっと不

明な点があったのですけれども、給水人口、給

水戸数が減っている、最後につながる配水量は

増えていることの問題といいましょうか、違い

は何だというお話と、その間にあった補填…… 

（何事かの声） 

建設水道課長 まず、水道料金、給水収益が上が

っているものについては、今ちょっと調べさせ

ておりますので。 

  事業報告書９ページの給水戸数、給水人口、

決算附属資料の中でも契約件数が減っていると

いうお話の中で、それに対して総配水量が1.2％

増えています、平均配水量も増えている、この

違いは何だろうというようなお話でございます。

これは、年間総有収水量という、要はメーター

を通した水量ということでございまして、結局

漏水が増えているというふうなことでご理解い

ただければというふうに思います。老朽管が増
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えておりまして、管からの噴き出し等によるよ

うなものの場合には直ちに状況も分かりますし、

配水池も下がりますので、多大な影響がありま

すので、直ちに我々も調査をして直すのですが、

どうしてもゆっくり漏れるようなものについて

は分かりかねるようなことも多くて、令和６年

度から地区をある程度絞りながら、プロの業者

に入っていただきながらの調査を進めておりま

す。昨年は湯本地区において、山室橋から湯本

地内でしたけれども、全体として漏水量が多い

というようなところをピックアップして、その

エリアに絞って調査をした結果、かなりの漏水

について改善ができておるところですし、今年

度につきましては柳沢水系、県境から川尻地区

全域を今調べておるところでございまして、そ

れで分かったものから順次漏水を潰していって

いるような状況でございます。これは、もうず

っとやり続けるような業務でございますので、

ご理解をお願いします。 

  収益自体が増えていますのは、現在秋田自動

車道４車線化の工事ですとか、それから大石ト

ンネルの工事等々でできている飯場といいまし

ょうか、臨時用の給水が非常に増えているよう

で、それに伴って給水収益自体は増えていると

いう状況でございます。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 発言がないようですので、お諮りをいた

します。 

  これで認定第７号 令和６年度西和賀町水道

事業会計決算の認定についての審査をひとまず

終わりたいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

（異議なしの声） 

委員長 異議なしと認めます。 

  続いて、認定第８号 令和６年度西和賀町下

水道事業会計決算の認定についての審査に進み

ます。 

  建設水道課長より決算の概要説明を求めま

す。 

  建設水道課長。 

建設水道課長 それでは引き続きまして、令和６

年度西和賀町下水道事業会計歳入歳出決算の概

要について説明いたします。 

  ご確認いただく資料は、令和６年度西和賀町

下水道事業決算書と、事業の詳細につきまして

は令和６年度西和賀町下水道事業決算附属資料

にてご確認をお願いします。数字的な部分につ

きましては、議案上程の際に申し上げておりま

すので、ここでは下水道事業全般について説明

いたします。 

  初めに、決算書１ページ、２ページを御覧く

ださい。収益的収入及び支出の支出につきまし

ては、支出決算額が収入決算額を上回っており

ますが、このことにつきましては、地方公営企

業法施行令第18条第５項において認められてい

る予算施行に関する規定に基づく処理方法で、

支出において固定資産の除却等が生じたことに

起因するものです。いずれも現金支出を伴って

おりませんので、このような会計処理となって

おります。 

  次のページを御覧ください。資本的収入及び

支出について、資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額605万3,410円については、消費

税資本的収支調整額（当年度分）81万3,108円、

損益勘定留保資金524万302円を補填し、調整い

たしました。 

  続いて、12ページの事業報告書を御覧くださ

い。令和６年度の業務量は、年間総処理水量37万

6,188立米、年間総有収水量35万807立米となっ

ております。水洗化人口3,853人、普及率は

83.9％となっております。水道事業でも説明し

ましたが、人口減少に伴う給水戸数の減少、節

水対応機器の技術的向上などにより、給水量は

年々減少を続けている状況で、給水量が減少す

れば当然のことながら汚水処理量も減少するこ

ととなります。さらに、本町は南北に広く、住

民の生活区域も都市部に比べ点在している状況
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から、管路延長は人口数と比較して長く、維持

経費が割高となっております。そのような状況

から、経営に関しましては、先ほど説明させて

いただいたとおり、非常に厳しい経営状況とな

っており、当年度は純損失4,790万7,761円を計

上しました。工事等の状況は、令和６年度で取

り組んだ公共下水道施設設備の更新等を計画的

に実施するためストックマネジメントを策定し、

令和７年度から本計画に伴い更新事業を推進し

てまいります。また、建設改良事業における工

事の関係は、湯田浄化センターの返流水供給ポ

ンプ更新などや公共ますの設置、戸別浄化槽設

置などを実施しており、14ページに詳細の記載

がございます。 

  15ページを御覧ください。業務関係ですが、

水洗化人口などは先ほど説明いたしましたので、

割愛させていただきます。 

  16ページの事業収入や事業費については、公

営企業会計の初年度決算であることから、令和

５年度決算額の記載がなく、比較では皆増とな

っております。 

  17ページ、18ページは、重要契約の要旨が掲

載されております。工事、修繕など、１件50万

円以上の契約などについて記載をしております。 

  20ページから24ページは収益費用の明細を、

25ページから27ページは資本的収入支出の明細

を掲載しております。 

  28ページから29ページは、固定資産明細書を

掲載しております。 

  30ページ以降は、企業債の明細を掲載してお

ります。 

  次に、決算附属資料の２ページを御覧くださ

い。２、使用者等の状況でございます。公共下

水道1,371件、前年度比５件増、農業集落排水

109件、同５件減、浄化槽223件、増減なしの状

況で、契約件数合計は1,703件で、昨年度比で

は増減はありませんでした。また、令和６年度

中の新設の状況は、公共ます設置で６件、浄化

槽設置１件となっております。 

  下水道設備の維持管理については、特定環境

保全公共下水道設備と農業集落排水設備の維持

管理は専門的な知識を要するほか、24時間体制

での管理が必要であることから、専門業者にこ

れを業務委託しております。浄化槽については、

汚泥処理及び清掃のほか、年４回の保守点検を

行っていることや、浄化槽法による法定検査も

実施しております。 

  ３ページを御覧ください。下水道等使用料に

ついては、下水道使用料と農業集落排水施設使

用料は同額となっており、表のとおりでござい

ます。４ページの戸別浄化槽使用料は、人槽に

応じた固定の使用料となっております。 

  令和６年度末の未収額については、下水道使

用料は44万7,843円、農業集落排水施設使用料

は23万4,630円、戸別浄化槽施設使用料では12万

7,215円となっております。 

  巻末には、下水道事業の経営健全性・効率性

の指標を掲載しております。 

  以上で令和６年度西和賀町下水道会計決算の

概要説明を終わります。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。 

委員長 建設水道課長の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。事業会計は、歳入

歳出とも一括で質疑を許します。質疑ありませ

んか。 

  髙橋宏委員。 

８番  先ほど建設水道課長からも料金を今年度

値上げしたという話がありました。水道料金の

ときにもアセットマネジメントを行ってという

ことだったのですけれども、下水道のほうは令

和６年度にストックマネジメントの計画を業務

委託しております。この結果を受けて、下水道

についてもかなり厳しい状況だというのは聞い

ているのですけれども、将来の料金に関する検

討材料が整ったといいますか、ストックマネジ

メントの業務委託した結果を効果としてどのよ

うに評価しているのかについてお伺いします。 

委員長 北島課長代理。 
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建設水道課長代理 ストックマネジメント計画に

ついてちょっと説明してからかなと思いますの

で、ストックマネジメント計画ですけれども、

この計画は料金等は特に入ってこない計画でご

ざいまして、下水道事業全体の施設について、

中長期的な視点で今後の老朽化の進展状況等を

考慮して優先順位づけを行い、事業費の平準化

を踏まえた施設、設備の改築、修繕等を実施、

施設管理を最適化するための計画となっており

ます。ですので、長寿命化計画のような形で考

えていただければと思っております。 

  令和５年度に施設の点検、調査を行った上で、

改築需要の見通しや被害リスクを検討し、長期

的な改築事業のシナリオを設定した実施方針を

策定しており、令和６年度はこの方針を基に、

修繕等を行う施設設備の優先順位の検討や、対

策範囲及び対策方法の検討、実施時期や概算費

用の算定等について取りまとめた修繕改築計画

を策定しております。設備の修繕等については、

課長からも説明がありましたが、ストックマネ

ジメント計画に基づき本年度から事業実施して

おりますが、今年度行っております下水道施設

の統廃合についての検討結果によりましては、

次年度以降について調整が必要になるかと思っ

ております。 

  なお、施設等を修繕、改築するに当たり、国

庫補助金の活用が考えられますが、ストックマ

ネジメント計画を策定していることが補助金の

交付要件となっております。 

  なお、昨年度策定したストックマネジメント

計画によりますと、長期間で、100年間でおよ

そ236億円が見込まれております。 

  以上です。 

委員長 建設水道課長。 

建設水道課長 ちょっと料金的なお話もありまし

たので、ストックマネジメントの計画につきま

しては、ただいま代理が説明したとおりでござ

います。ちょっと付け加えますと、水道のアセ

ットマネジメントとはちょっと違いまして、水

道の場合は、ストックマネジメントイコール方

針計画を一緒につくるというようなことで進め

ておりましたので、令和７年度から事業の実施

が開始されているところで、取りあえず５年間

の計画ができております。これ、３月の議会、

予算審査特別委員会の折にも若干触れた記憶が

ありますけれども、今年度につきましては設計

が主で、来年度以降更新を図っていくことにな

りますが、その多くは電気設備関係とマンホー

ルポンプ場の更新になるだろうというふうに見

込んでおります。概算では、毎年１億円ほどを

かけていかなければいけないなというふうに思

っているところでございます。 

  ただ一方で、水道と下水道に関しましての違

いは、まだ施設ができてから、処理が始まって

から20年ほどですので、管路についてはまだま

だ十分もつと。ただ、電気設備に関しましては、

既に規格の年数といったものを超している状況

でございますので、順次電気設備に関しての更

新が急がれているというような状況でございま

す。 

  こういった更新需要を踏まえた上で、今年度

下水道事業、３セグメントありますけれども、

農業集落排水と浄化槽と含めまして経営戦略を

立てることになっております。こういった部分

も含めながら、料金改定については検討を要す

るところではありますが、ストックマネジメン

トをつくったことで国庫補助金の活用が使える

ようになりますので、そういったものも含め、

起債なども活用しながら、そういった部分も含

めながらの経営戦略になります。 

  ただ、３条予算と言われています基本的な営

業費用とそれに伴う営業収益は、やはり合致さ

せなければ毎年赤字になります。水道も同じで

すけれども、まずそこを何とかしたいなという

ようなところは、使用料の検討の中でもんでい

きたいなというふうに考えているところでござ

います。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 
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（なしの声） 

委員長 発言がないようですので、お諮りをいた

します。 

  これで認定第８号 令和６年度西和賀町下水

道事業会計決算の認定についての審査をひとま

ず終わりたいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。 

（異議なしの声） 

委員長 異議なしと認めます。 

  これで建設水道課への審査をひとまず終了し、

次の観光商工課の審査に移るため、14時20分ま

で休憩いたします。 

午後 ２時０８分 休   憩 

午後 ２時２０分 再   開 

委員長 休憩を解き審査を再開します。 

  次に、観光商工課の審査を行います。観光商

工課が所管するのは、５款労働費、６款農林水

産業費、７款商工費のほかに特別会計もありま

すので、併せて審査します。 

  観光商工課長より決算の概要説明を求めま

す。 

  観光商工課長。 

観光商工課長 観光商工課です。よろしくお願い

します。令和６年度観光商工課所管の決算状況

について概要を説明させていただきます。 

  当課所管の一般会計歳入歳出決算書の一部抜

粋版により、また事業ごとの詳細は令和６年度

決算附属資料にてご確認いただきます。 

  では初めに、歳出についてですが、決算書５

ページ、６ページをお開きください。５款労働

費、１項労働諸費、１目労働諸費、18節負担金、

補助及び交付金は、北上雇用対策協議会ほか１

団体の負担金です。若年者ふるさと就職支援補

助金は決算附属資料108ページ上段、退職金共

済助成金は107ページ下段に、次の20節貸付金、

勤労者生活安定資金貸付金は107ページ上段に

詳細を記載しております。 

  ６款農林水産業費、２項林業費、４目林業者

施設費、10節需用費の修繕料は、焼地台公園の

既存施設関連の修繕でございます。12節委託料

は、焼地台公園の指定管理料、オロセのつり橋

補修設計業務委託料となっております。詳細に

つきましては、決算附属資料108ページ下段に

ございますので、ご確認ください。 

  ７款商工費、１項商工費、１目商工総務費、

一般職員の給与等、７ページ、８ページをお開

きください。18節負担金、補助及び交付金の公

益財団法人いわて産業振興センターなど４団体

への負担金、助成金でございます。 

  ２目商工振興費ですが、12節委託料のふるさ

と館管理業務委託料は、ほっとゆだ駅前の商工

会館の町所有分に係る管理業務委託料です。 

  18節負担金、補助及び交付金の新ビジネスチ

ャレンジ事業費補助金、外国人材受入企業等支

援事業費補助金、創業支援事業費補助金の詳細

につきましては、決算附属資料110ページをご

確認ください。９ページ、10ページをお開きく

ださい。中小企業振興資金利子補給費補助金、

中小企業振興資金保証料補給費補助金、小規模

事業者経営改善資金利子補給費補助金と20節貸

付金、中小企業振興資金貸付金は、決算附属資

料の109ページにその詳細がございます。北上

地区勤労者福祉サービスセンター負担金は、附

属資料の111ページ上段にございますので、ご

確認ください。新型コロナウイルス感染症対策

関連ですが、新型コロナウイルス緊急資金利子

補給費補助金と岩手県新型コロナウイルス感染

症対策資金利子補給費補助金は、資金を必要と

する事業者への支援のため民間や岩手県が融資

した制度に対し利子を補給したもので、詳細に

つきましては附属資料の111ページ下段をご確

認ください。 

  続きまして、３目観光費です。１節の報酬、

２節の給料は、観光商工推進協議会委員、観光

振興特命主幹及び登山道や散策路などの刈り払

い、あやめ園の維持管理に係る報酬や給与とな

っております。３節職員手当等、４節共済費は、

それらに付随するものです。10節需用費の修繕
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料は、観光施設、観光資源整備関連の修繕料と

なります。11節の役務費では、湯夢プラザなど

Ｗi―Ｆiサービス利用料に係る通信運搬費など

となります。 

  11ページ、12ページをお開きください。12節

委託料は、各観光施設及び観光資源の指定管理

料、委託料となります。詳細につきましては、

10節で説明させていただいた修繕料なども含め

まして、決算附属資料112ページ上段をご確認

ください。また、決算附属資料117ページ下段、

観光資源環境整備事業につきましても委託に係

る詳細を上げております。 

  13節使用料及び賃借料は、女神山や白糸の滝

の登山口に簡易トイレを設置したものなどでご

ざいます。車両借上料や刈払機借上料は、登山

遊歩道やダム関連施設の刈り払い用に借り上げ

たものとなります。附属資料117ページ上段、

自然環境保全事業をご確認ください。 

  13ページ、14ページをお開きください。14節

工事請負費は、上野々地区の工事等かわまちづ

くり事業となります。詳細につきましては、決

算附属資料119ページ上段をご確認ください。 

  17節備品購入費は、道の駅レストハウスゆの

さわの業務用備品について、いずれも経年劣化

により不具合が生じており、交換部品の調達も

できないことから更新を図ったものでございま

す。 

  18節負担金、補助及び交付金は、各種団体へ

の加入負担金、活動補助金となります。イベン

ト関連は、決算附属資料の113ページ上段から

115ページに記載しております。 

  27節の繰出金、温泉事業特別会計繰出金は、

決算附属資料120ページに記載しております。

温泉事業特別会計につきましては、一般会計終

了後、改めて説明させていただきます。 

  続いて、一般会計歳入について説明申し上げ

ます。決算書の１ページ、２ページを御覧くだ

さい。15款１項４目及び５目使用料は、各施設

の行政財産使用料です。 

  16款３項３目、国庫支出金は、湯田ダム敷の

除草作業に係る受託金です。本受託金にて作業

員の確保や車両、草刈り機械を借り受けており

ます。 

  17款３項４目、県支出金は、自然保護指導員

の設置や自然公園保護管理員の設置について受

託しております。 

  20款１項１目基金繰入金は、新型コロナウイ

ルス感染症対策として交付された地方創生臨時

交付金を基金化し、令和２年度に県などから特

別融資された事業者が負担すべき利子について

補給するため、基金から一般会計に繰り出しを

行っております。 

  ３ページ、４ページを御覧ください。22款３

項２目、諸収入、労働諸費貸付金元利収入と４

目商工費貸付金元利収入は、年度当初に金融機

関に貸し付け、勤労者生活安定事業と中小企業

融資事業においてその財源とし、年度末に返金

いただいているものです。 

  その他、雑入については、自動販売機設置に

係る電気代相当額や中小企業融資事業における

早期完済に係る保証料の返戻金です。 

  以上で観光商工課一般会計決算概要を説明い

たしましたので、ご審議のほどよろしくお願い

いたします。 

委員長 観光商工課長の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。初めに、歳入に関

する質疑を一括で許します。質疑ありませんか。 

  髙橋宏委員。 

８番  歳入の２ページ、沢内バーデンの施設使

用料が818万6,000円となっていて、附属資料の

216ページに前年対比の数字も出ております。

入浴者数、使用料ともに前年度よりも下がって

いるということなのですけれども、ここに書か

れている温泉施設の中で沢内バーデンには、唯

一だと思うのですけれども、サウナ施設があり

ます。今若い人などを中心にかなりサウナブー

ムというのも聞かれるのですけれども、サウナ

があることの有益性を使った入浴者数増大に向
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けたことに関して、指定管理者と話合いとか検

討は行われてきたのでしょうか。 

委員長 観光商工課長。 

観光商工課長 お答えいたします。 

  まず、沢内バーデンの利用者数ですが、令和

５年度からは若干少なくなってはいるというも

のですが、大体横並びのような状況ではあると

いうふうに捉えております。 

  サウナにつきましても、設置されているとい

うのは当然理解しておりまして、女性のほうは

４人入れるような形で、男性のほうは一度に７

人くらいが入れるような形というふうにはなっ

ております。ただ、サウナにつきましては、ち

ょっと温度が低いというようなことがございま

して、積極的なＰＲにより来ていただいたとい

う形を取っても、中にはやっぱり低いというよ

うなことで指摘を受けるという場合もございま

して、なかなか難しいところがあるかなという

ふうに思っております。 

  ただ、各種パンフレット、観光協会とかで出

湯の里というような形で発行しているものもあ

るのですが、そこには源泉100％のサウナであ

るというような形で、まずＰＲは行っている状

況でございます。 

  以上です。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  今温度が低いというような話あったので

すけれども、例えばでは温度上げるために改修

工事に幾ら費用がかかるとかという検討をして

いるというわけではないのでしょうか。 

委員長 観光商工課長。 

観光商工課長 お答えいたします。 

  温度を上げるとなると、揚湯する量というも

のが問題になってきますので、難しいという判

断をしています。 

  以上です。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 次に、歳出に関し、ページごとに審査を

進めます。 

  ５から６ページ、質疑ありませんか。 

  唐仁原委員。 

６番  決算の抜粋のほうだと５ページ、６ペー

ジ、附属資料だと108ページになりますけれど

も、林構施設維持管理運営費ということで、焼

地台公園に関連する費用が出ています。焼地台

公園の使われ方を見ていると、冬期間は閉鎖さ

れていますけれども、初夏から家族連れとか子

供の姿が結構目立つかなと思っていますが、町

として今後どういうふうに活用していくという

のがあった上でこういった費用を出していると

思うのですけれども、町として焼地台公園をど

うしていこうということの考えをお聞かせくだ

さい。 

委員長 観光商工課長。 

観光商工課長 お答えいたします。 

  焼地台公園ですが、設置の目的というところ

でいきますと、町民の憩いの場を維持し、森林

との触れ合いを深め、併せて健康増進を図ると

いう内容となっております。 

  施設の設置目的からして、このような管理の

仕方を続けているような状況でございまして、

体験型観光施設というような部分でいくと自然

との触れ合い、キャンプですとか、またジャン

ボスライダーというのもございますし、あとや

っぱりほっとゆだ駅とかの部分から、サイクル

ツーリズムというような形の関連性も持てるよ

うなことも考えております。町にとってこうい

う体験型施設というのはなかなかなくて、利用

者数を見てみても、年度によってですけれども、

半年の利用期間の間で１万人を超えるような利

用者がいるということになっております。 

  ７年度においても、オロセのつり橋の橋梁補

修等を行うというようなこともございますし、

家族連れ、ファミリー層に向けたより多くの利

用が見込まれるというふうにも捉えております

し、町にとってもランドマークという目印的な、

そういう存在にもなり得る施設だと思っており
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ますので、より今後指定管理者と連携しながら、

若い層とかファミリー層とかの意見も取り入れ

ながら運営を続けていければというふうには考

えております。 

  以上です。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。７から８ページ、質疑ありま

せんか。 

  普本委員。 

３番  ８ページに新ビジネスチャレンジ事業費

補助金190万円とあります。附属資料110ページ

にも説明があるのですが、詳細と、どのような

効果があったかについてお聞かせください。 

委員長 高橋寛課長代理。 

観光商工課長代理 新ビジネスチャレンジ事業の

詳細についてということで、私のほうから回答

させていただきます。 

  令和６年度は、２件の、２事業者と言えばい

いでしょうか、補助金のほうを交付しておりま

す。そもそも新ビジネスチャレンジ事業ですけ

れども、地域の新産業の創造や産業技術の発展、

あとは雇用の創出等、それらの目的をまず研究、

あとは開発、そして販売促進、あとは知的財産

権の保有というようなところで、大きくは４つ

の種類に分かれておりますけれども、それらの

中で、今回は開発の部分で２件の補助金のほう

を交付しております。どちらもまず売上げ増加

につながったというふうに確認しております。 

  以上です。 

委員長 普本委員。 

３番  すみません、同じく創業支援事業費補助

金300万円について、これも附属資料にも説明

があるのですが、こちらも詳細と、どのような

効果があったかについてお願いします。 

委員長 高橋課長代理。 

観光商工課長代理 それでは、創業支援事業につ

いて私のほうから説明させていただきます。 

  こちらの創業支援事業につきましては、地域

の産業振興及び活性化に資するものというふう

なところで、事業費の３分の２、また創業支援

塾というのを北上市と西和賀町で一緒に事業を

実施しておりますが、そちらの卒塾生といいま

すか、そのような方については４分の３という

ふうになっております。そして、補助金の上限

額は、150万円が限度額となっております。令

和６年度は、洗濯業、宿泊業の２事業者に補助

金のほうを交付しております。どちらも円滑な

事業の立ち上げにつながったと確認しておりま

す。 

  以上です。 

委員長 普本委員。 

３番  ありがとうございます。どちらも売上げ

増につながったと、あとスムーズな起業につな

がったということが分かりました。このような

効果を受けて、今後も引き続き行っていくとい

うことでよろしいですか。 

委員長 観光商工課長。 

観光商工課長 お答えいたします。 

  今お答えいたしました新ビジネス創業支援に

つきましても、これ町の課題を捉えたような形

で、申請される方々が本当に町にとって必要な

ものを申請してくださっているような状況でご

ざいます。その起業、町にとっての雇用促進に

もつながるという部分もございますし、これは

増えることは大変ありがたいことだなというふ

うに感じておりますので、今後とも引き続き続

けていきたいというふうに考えています。 

  以上です。 

委員長 真嶋委員。 

２番  ２目商工振興費の18節、補助、負担です

けれども、前年の決算との比較になりますけれ

ども、前年まではプレミアム商品券事業という

ものが大きな金額を占めていたかと思いますけ

れども、今回なくなっているということで、そ

の経緯、そしてこれまでのプレミアム商品券の

事業についての評価、総括、そして加えて言う

と、それに代わる事業についての考えがあるか
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お聞かせください。 

委員長 観光商工課長。 

観光商工課長 お答えいたします。 

  ご質問のプレミアム商品券というのが令和５

年度にはあったというような形で、現在につい

てはそういう予算措置はされていないというよ

うな内容になるかと思いますが、まず５年度に

つきましては国の臨時交付金ということで、新

型コロナウイルス感染症緊急経済対策というよ

うなことで交付金があったということでござい

ます。その交付金を活用いたしまして、プレミ

アム商品券事業、あとは中小企業者等の事業継

続緊急支援金というようなことで、売上げが減

少したり、原油高になった場合に交付金を交付

するというのが５年度にあったということです。 

  今、令和７年度、６年、７年につきましては、

６年度につきましてもそういう物価高対策はあ

りまして、それは７年度に繰り越して、光熱水

費の交付金等は行っているのですが、いずれそ

ういう財源があってこそできた事業だというふ

うに考えておりますので、７年度自体について

はその予算措置はされていないということでご

ざいます。 

  また、プレミアム商品券ですが、一定の効果

はあるということで、具体的にどういうふうな

使われ方をしたかというのも町では取っており

ますけれども、やはり業種によって使われ方が

決まってしまうというか、全ての事業者に行き

渡らないかなという反省はございます。そのよ

うな点も考慮しながら、今後ともこういう緊急

性の交付金があった場合は検討しながらと考え

ております。 

  以上です。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。９から10ページ、質疑ありま

せんか。 

  真嶋委員。 

２番  同じ18節の補助、負担の部分での10ペー

ジに記されている部分ですけれども、中小企業、

コロナ対策等の利子補給事業について、詳細、

そして前年との状況の違い、特にこの部分につ

いてはコロナの影響を受けた事業者さんたくさ

んあったかと思いますけれども、それの回復の

状況や、また一方で逆に貸付金の返済に向けて

の厳しい現状など含めて、この事業から見えて

くる町内の状況をお知らせください。 

委員長 高橋課長代理。 

観光商工課長代理 それでは、私のほうから、中

小企業、あとはコロナ対策の利子補給事業の部

分で、まず実績というふうな部分でご説明をさ

せていただきます。 

  中小企業振興資金融資残高というふうなとこ

ろで、令和６年度末では１億417万円、そして

件数にしますと23件ということで、令和５年度

末と比較しますと若干増加しております。そし

てもう一つ、小規模事業者経営改善資金融資残

高、こちらはいわゆるマル経融資と言われる部

分ですけれども、こちらのほうにつきましても

令和６年度末では１億2,602万円、22件の残高

というふうになっておりますが、こちらにつき

ましては令和５年度と比較しまして若干減少し

ております。 

  今度はコロナ対策の部分ですけれども、まず

は岩手県新型コロナウイルス感染症対策資金の

融資残高というようなところで、新規の融資は

まずこちらはございません。減るだけというふ

うなところで、令和６年度の残高にしましては

１億2,644万円、これは３件の融資残高となっ

ております。そしてもう一つが、新型コロナウ

イルス緊急資金融資残高という、こちらは町の

ほうでやっているものですけれども、こちらも

新規のほうはございません。令和６年度末では

9,797万円、35件の融資残となっております。 

  これらにつきまして、全て要綱等に基づき利

子補給のほうを実施しております。 

  以上です。 

委員長 観光商工課長。 
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観光商工課長 お答えいたします。 

  融資につきましては、コロナであればコロナ

対策というようなことで、まず民間であれ、県

であれ、期間の中で返済をしながら、その分の

利子補給というものを行っているという状況で

ございまして、今、では具体的に、厳しくて事

業者の方々が返済できるかどうかというような

ところの話というような形では、当課のほうに

はそういう話は伝わっていないという状況でご

ざいます。 

  以上です。 

委員長 真嶋委員。 

２番  資料111ページですと、前年度の事業実績

のところが293万4,000円、本年度が186万

1,000円というような形での数字が上がってい

ますが、利子補給自体はこうやって見るとちょ

っと下がっているように見えましたが、先ほど

の説明で言うと、残高自体はあまり減っていな

い状況にあるということでしょうか。 

  そしてまた、返済の猶予期間からすると、滞

りみたいなものについての問題は現状では見え

てきていないということでしょうか。 

委員長 高橋課長代理。 

観光商工課長代理 では、決算附属資料の111ペー

ジの新型コロナウイルス感染症対応緊急経済対

策というようなところで利子補給ですけれども、

こちらのほうは確かに真嶋委員おっしゃるとお

り、前年度事業の決算額と今年度、令和６年度

の事業決算額を比較しますと、結構な差額にな

っているのですけれども、こちらの新型コロナ

につきましては繰上償還等が実績としてあると

いうふうに確認はしております。 

  一方で、109ページの上段、中小企業融資等に

つきましては、こちらのほうは新規の貸付け等

も発生するというふうなところがありますので、

こちらのほうは残高があまり大きく増えたり減

ったりはしていないのかな、若干増えたりする

こともあるのかなとは思いますけれども、その

ような形になっております。 

委員長 真嶋委員。 

２番  ３目10節になりますが、需用費で不用額

が104万616円計上されていますけれども、不用

額の内容についてお知らせください。 

委員長 観光商工課長。 

観光商工課長 お答えいたします。 

  ３目、需用費ですが、不用額につきましてで

ございます。こちらにつきましては、３目の商

工費の中の各種事業あるのですが、その事業の

予算残額の合計額というような形、全ての額と

いうことになりますが、ただ不用額でも主なも

のというようなところで説明いたしますと、例

えば修繕料の33万円というのが、大半が観光施

設維持管理費ですとか、地域おこし協力隊の活

動に係る費用というような部分で予算措置して

おりましたが、突発的な、そういうふうな修繕

に備えて減額はせずにいたというような部分が

ございます。また、消耗品でいきますと32万

3,000円、光熱水費では24万1,000円ということ

で、これらにつきましても観光施設の維持管理

費ですとか、協力隊の住居費用の光熱水費に係

る分ということでの予算措置をそのまま減額せ

ずにいたというような部分が大きいところとな

っております。 

  以上です。 

委員長 真嶋委員。 

２番  今の説明でいきますと、個別の中で特に

突出して不用になった事業があったとか、そう

いうことではなく、当初予定していた事業は行

いながら、それぞれが使わずに済んだ、節約さ

れたという解釈でよろしいですか。 

委員長 観光商工課長。 

観光商工課長 お答えいたします。 

  観光費の中の事業につきましても、50事業ぐ

らいあるわけでございまして、それぞれの事業

の中で計画どおり実行しましたが、予算額の残

を加算していきますとこういう額になったとい

うものでございます。 

  以上です。 



- 167 - 

委員長 普本委員。 

３番  10ページ中ほどの給料、作業員というと

ころに関わって、附属資料117ページにある観

光資源環境整備事業というところなのですが、

この事業の中には登山道（和賀岳など）、散策

道（白糸の滝など）のパトロールですとか環境

整備ということが入っているようです。会計年

度任用職員５名の方が担ってくださっていると

いうことで、これは十分だったかどうかという

ことをお伺いします。 

委員長 観光商工課長。 

観光商工課長 お答えいたします。 

  まず、登山道関係ですとか、あとはあやめ園

の草刈り関係というようなことで、会計年度任

用職員といたしましては登山道の刈り払いで３

名、あやめ園の整備ということで２名、合計５

名ということになっております。人員が十分で

あったかということですが、こちらにつきまし

ても当初計画したとおりの人数ということで予

算措置をし、その人数に応じて採用があったと

いうことで、計画どおりの活動をその中で行っ

ているというものでございます。 

  以上です。 

委員長 普本委員。 

３番  登山道ですとか散策路の整備は、きっと

人手も時間もかかることだろうなというふうに

認識はしています。しかし、町民の中から、そ

ういったところの整備が十分ではないのではな

いかという声が聞かれたりですとか、あと山で

すとか自然資源は町の観光にとっても大変重要

なものだと思います。事業内容を充実させると

いうことなどは考えておられますか。 

委員長 観光商工課長。 

観光商工課長 お答えいたします。 

  委員がおっしゃるとおり、そういう自然環境

資源というものは町にとって大きな観光資源で

もあるということは、そのとおりでございます。

本当に予定した人数の中で、その中での計画ど

おりの活動ということで取り組んでおりまして、

住民の方からそういうご意見ももしかしたらあ

るというのは、そういう意見として受け止めな

ければならないかとは思いますが、本当に計画

どおり一生懸命、登山道の刈り払いでも、あや

め園でも作業員の方々は取り組んでいるという

部分がございますし、不足する部分につきまし

ても課内で協力しながら取り組んでいるという

こともございますので、そういうふうなご意見

に対しても何とか改善できるような形で取り組

んでいきたいと思います。 

  以上です。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。11から12ページ、質疑ありま

せんか。 

  真嶋委員。 

２番  ３目12節ですか、観光コンサルティング

業務委託について、その内容、そして前年もた

しか同じ事業があったかと思いますけれども、

前年との違い、加えて今年の成果等について詳

細をお聞かせください。もしかして附属資料の

ほうにもこの事業が上がっていたかもしれませ

んが、ちょっと私読み切れないで、どのページ

になるのか理解できなかったので、もしありま

したら、そういうことを含めて教えてください。 

委員長 観光商工課長。 

観光商工課長 お答えいたします。 

  観光コンサルティング業務委託につきまして

ですが、令和５年度につきましては、調査分析

というような形の顧客満足度調査というものを

実施いたしまして、その取りまとめですとかデ

ータ分析等を行って、課題の抽出を行ったとい

う部分と、あとは町と観光協会の定例会という

ようなものを月１回持っておりますので、その

定例会の運営ですとか、そういう部分で課題の

解決につなげるというようなことを取り組んで

いただいております。 

  令和６年度につきましても、その定例会の運

営というような部分は共通する部分ですが、第
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二次観光振興計画の第１次アクションプランと

いうものが令和４、５、６年度までということ

で、第２次アクションプランの策定が７年、８

年というようなことで、第１次アクションプラ

ンの検証というところを行ってもらったのと、

検証結果を第２次アクションプランのほうに反

映させるというような計画づくりのほうにも携

わってもらったというような取組内容となって

おります。 

  以上です。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 進めます。13、14ページ。 

  唐仁原委員。 

６番  13ページの中ほどの西和賀町観光協会補

助金について伺います。 

  附属資料だと116ページ、こちらで幾つか書か

れていますけれども、Ⅰ、観光情報の収集・分

析・発信の推進というところの２、町内観光資

源を用いたターゲットの検討、この（１）のと

ころにターゲットを想定するため必要な本町観

光資源の情報収集など書かれていますけれども、

ターゲットの検討というのが具体的に進んだの

か、それからターゲット像というのが絞れてき

ているのか、まず伺います。 

委員長 高橋課長代理。 

観光商工課長代理 それでは、私のほうから、観

光協会助成事業の町内観光資源を用いたターゲ

ットの検討における検討状況というふうなとこ

ろでお答えさせていただきます。 

  まず、決算附属資料のほうにも記載しており

ますが、ターゲットを想定するための観光タリ

フ、いわゆる観光コンテンツの概要の随時更新、

あとは動画や写真等の素材収集を実施しており

ます。そして、ターゲットからの情報収集とし

まして、首都圏の大学、法政大学でしたけれど

も、モニターツアーや、観光協会のＳＮＳ利用

者の利用者分析のほうを実施しております。 

  ＳＮＳやＲＥＳＡＳデータのほうでちょっと

確認をしたところ、特にも西和賀町に来町され

ていない世代といいますか、性別というとあれ

ですけれども、女性の来町が少ないというのは

確認が取れました。西和賀町の第二次西和賀町

観光振興計画の中でも、今後町への観光入り込

み客数を増やしていくためには、若年層や女性

をターゲットにした誘客活動の重要性を記載し

ておりましたので、こちらのほう、ＳＮＳ等に

よるさらなる情報発信であったり、対策が必要

であるというふうに考えます。 

委員長 唐仁原委員。 

６番  今答弁いただきましたけれども、若年層

とか女性というのをより増やしていこうと思っ

たときに、具体的にこういうことをやらなけれ

ばいけないよねというものが幾つか立ち上がっ

てくると思います。例えば大きな問題で言うと

トイレの問題とかあるかなと思うのですけれど

も、そういう具体的な行動指針というのは、今

後のアクションプランとかに表れてくるという

認識でいいのでしょうか。 

委員長 観光商工課長。 

観光商工課長 お答えいたします。 

  ハード的な部分というか、観光施設のＷi―Ｆ

i化とか、そういう部分については取組を進め

ているというところもありますし、あとやっぱ

り若い世代がいずれどういうふうなものを求め

ているかというようなところについて、今の段

階ではそういう人たちが来町する人たちが少な

いというのが分かったところで、それではその

人たちにとってどのような誘客促進が図れるか

というところをまさに今取り組むというところ

で、少ない中でも町に入ってきている若い人た

ちは具体的にどういうふうな動きをしているの

かといった動態調査ですとか、そういうふうな

分析をさらに深めていくというところに今なっ

ているものです。 

  以上です。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  私からは、一番上になると思うのですけ
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れども、上野々地区の公園の整備について、抜

粋ですと119ページですか、川をいかしたまち

づくり事業の一環だと思います。上野々地区の

整備工事が行われまして、駅から見た感じは非

常に風景もよくなって、いい改修工事だという

ふうには感じておりますけれども、湖に下りる

ところへの公園が広がりまして、以前すぐ近く

にある銀河ホールでイベントあった場合には駐

車場として利用できた部分も全て公園になりま

した。例えば消防出初め式のときなどの会場に

なった部分なのですけれども、駐車場全てなく

なったことによって、銀河ホールでイベントあ

った場合、駐車場に困っている方も非常に見受

けられると思っているのですけれども、全てあ

そこを公園にするというのは町からの依頼とい

うことなのでしょうか。それとも、この工事を

する中で全てやったほうがいいよねというよう

なことで、ああいうような設計になったのか。

その辺の詳細についてお願いします。 

委員長 観光商工課長。 

観光商工課長 お答えいたします。 

  まず、上野々の整備につきましては、現在ご

確認いただいているとおり、緑地の部分もござ

いますし、アスファルト舗装の駐車場というよ

うな部分も設けたということでございます。や

はり当初からも、そういう大きなイベント、行

事の際に駐車場というようなところを考えなけ

ればいけないというのがありまして、考え方と

いたしましては、緑地の部分というのはそうい

う大きいイベント等があった場合は乗り入れら

れるような野芝というような形で整備をしたと

いう考え方でございます。ただ、今の段階では

まだ定着がしておりませんので、乗り入れとい

うのは今のところは行ってはいないという部分

はございます。 

  また、駐車場については、ちょっとそこだけ

ではなく全体的な課題というふうに思っており

まして、今いかに確保しなければならないかと

いうようなところで、その周辺の方々のスペー

スの協力をいただけるような形が取れるものか

ですとか、あとは周知の方法で駐車場間を送迎

するような形の方法に切り替えなければいけな

いのかとか、そういうふうな検討状況ではござ

います。 

  以上です。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  今課長から、野芝なので車乗り入れても

いいというふうに解釈したのですけれども、例

えばイベントのときに駐車係の方がいて、入っ

ていいですよと誘導されれば、当然町民は利用

すると思うのですけれども、そういう誘導なけ

れば、行かれた方はなかなか利用できないし、

実際利用した方も、見ていないのですけれども、

これからはイベントによっては野芝のところに

も車を入れるようなことを考えているというこ

となのでしょうか。 

委員長 観光商工課長。 

観光商工課長 お答えいたします。 

  まず、野芝が定着するまでの間は、乗り入れ

はできないというふうに考えておりますし、イ

ベントのたびに常にあそこに入るというような

形というか、大きなイベントというようなとこ

ろで必要性を考えながら、必要になったら誘導

するような形を取るものになると思います。 

  以上です。 

委員長 髙橋宏委員。 

８番  分かりました。 

  あと、６年度中の事業だったのかもしれない

のですけれども、今建物ありますね、銀河ホー

ルの手前に。その手前に駐車場も整備されたの

ですけれども、６年度中、３月前の降雪期は利

用できなかったのですけれども、あれはまだ工

事完了していないということで、駐車場として

は利用できなかったのか。冬の間、今年の冬の

１月、２月、３月あたり、あそこの駐車場が利

用できなかったというふうに記憶しているので

すが、それは工事完了していないということで。

それとも、冬の間は基本的に除雪しないので、
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あそこは駐車場としては今後も利用できないと

いうことなのでしょうか。 

委員長 観光商工課長。 

観光商工課長 お答えいたします。 

  冬期につきましては、除雪はしないというふ

うな考え方であります。ただ、管理につきまし

て、今文化施設の附帯施設というような位置づ

けで教育委員会のほうに移管されているという

ことですから、まずそういうふうな何かしらの

必要性というものを判断して対応する形になる

と思います。 

  以上です。 

委員長 唐仁原委員。 

６番  先ほどの私の質問に続いて、観光協会助

成事業に関してです。決算附属資料の実施状況

に沿って質問しますと、Ⅱの２、景観を生かし

たビューポイント整備となっていますけれども、

こちらの実施状況と今後どういった動きが起こ

るかということを教えてください。 

委員長 高橋課長代理。 

観光商工課長代理 それでは、私のほうから、景

観を生かしたビューポイント整備の実施状況に

ついてということでお答えさせていただきます。 

  令和６年度は、かわまちづくりと連携した錦

秋湖周辺のビューポイント調査のほうを協会主

催で実施しました。そちらのほうで、ビューポ

イントをＳＮＳによる情報発信につなげていっ

たところです。 

  また、町外写真展というのを観光協会では実

施しておりまして、そちらの中で開催したとこ

ろから西和賀町に観光にいらっしゃるというふ

うな効果もあったというふうなところで、こち

らにつきましては西和賀町の認知度というのを

どんどん向上させていく取組の一つなのかなと

いうふうに思いますので、そちらを活用し、今

後も観光入り込み客数の増加を図っていければ

なというふうに考えております。 

委員長 唐仁原委員。 

６番  分かりました。ありがとうございます。 

  同じく助成事業の中で、今度はⅢですけれど

も、観光振興に係る人材課題の対策ということ

で、観光振興計画の中でも人材確保が課題とさ

れていますけれども、この対策として具体的に

進んだかということをお聞かせください。 

委員長 高橋課長代理。 

観光商工課長代理 では、Ⅲ番の観光振興に係る

人材課題の対策というふうなところです。唐仁

原委員おっしゃるとおり、高齢化の進む当町に

とりまして、いわゆる人材対策というふうなと

ころは大きな課題になっているというふうにこ

ちらも捉えております。その中でも、やはり後

継者対策というのがなかなか大きなものかなと

いうふうに考えております。こちらのほうでは、

いわゆる家族等による後継ぎというふうなもの

だけではなくて、事業承継などの制度を活用し

ながら、観光協会や、あとは商工会、そちらの

関連団体とも連携しながら無料相談等を実施し

ているところです。 

  また、それ以外にも人材育成というふうなと

ころで、秀衡街道や登山ガイドの会など、連携

したガイドの育成というふうな部分であったり、

あとはインバウンド対策、こちら旅館等にもな

るかもしれませんが、講習会を実施しまして、

いわゆる協会員の知識やスキルの向上というよ

うな人材育成というふうな部分で対策を講じて

いるところでございます。 

委員長 唐仁原委員。 

６番  今お答えいただいた中で、事業承継の話

が出てきていましたけれども、事業承継といっ

たときに、先ほどだと関連機関とも連携してと

いう話だったかと思いますが、広くこういうこ

とをやっているのですけれども、誰か興味はあ

りませんかと募るのもまた大事なのかなと思っ

ていまして、そういった費用というのが今のと

ころは予算とかには出てきていないのかなとい

うふうに考えているのですが、今後取り組む予

定があるのか、それとも何かもう既に行われて

いるかというのをお聞かせください。 
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委員長 観光商工課長。 

観光商工課長 お答えいたします。 

  まず、事業承継につきましては、相談会とい

うような形で、商工会と連携しながら取り組ん

でいるという部分がございます。 

  また、これは６年度の決算という話でもない

のですけれども、いずれ事業承継につきまして

は事業者さんからの意識調査というような部分

で、やっぱりより深く入り込みながら、どうい

う状況かというのを確認したいということで進

めたいというふうに今、ここは観光協会、商工

会とここも一緒になりながらやっていこうとい

うふうに考えている部分でございます。 

  その上で、これまでも実際、例えば地域おこ

し協力隊というような形で事業承継、あくまで

も例えばですが、旅館業で後継者がいなくて誰

かにお願いしたいといった場合に、そういうよ

うな形で何年間か一緒に修行というような形を

してもらいながらというような考えもしたこと

がございますが、まだそこまでそういうふうな

需要というか要望がなかったというようなとこ

ろから現在に至っている状況でございます。 

  以上です。 

委員長 唐仁原委員。 

６番  今お尋ねした内容については理解しまし

た。ありがとうございます。 

  引き続き観光協会助成事業ですけれども、Ⅲ

の２のところで、観光事業や業務の外部委託と

いうことが挙げられていまして、私もこれは適

切にどんどん協力してもらったほうがいいだろ

うなと思っていますけれども、こちらの実施状

況、それから今後どうなっていきそうか、見通

しをお願いします。 

委員長 高橋課長代理。 

観光商工課長代理 それでは、私のほうから、観

光事業や業務の外部委託の実施状況ということ

でお答えさせていただきます。 

  観光協会のほうに確認しましたところ、人員

不足等による業務削減を目的とした外部団体へ

の委託検討については、令和６年度は未実施だ

ったというふうに確認しております。しかしな

がら、旅行商品の造成や、あとは町外の観光団

体等の連携など、いわゆる専門知識を有する部

分というふうなところで、こちらは観光プロデ

ュース業務を委託しているということで、これ

は町内の事業者さんに委託しているということ

でした。 

  以上です。 

委員長 唐仁原委員。 

６番  分かりました。ありがとうございます。

観光協会の助成事業に関しては以上で、同じペ

ージでまた別の質問に移っていいですか。 

委員長 はい。 

６番  それでは、観光費臨時事業として、附属

資料のほうだと113ページ、それから115ページ

に載っていますけれども、錦秋湖マラソン、そ

れから錦秋湖湖水まつり、あと雪あかりｉｎに

しわがなどのイベントに対する事業補助金をそ

れぞれ出したということで、これらのイベント

は実行主体が実行委員会であって、町とはまた

別かとは思いますけれども、先ほど髙橋宏委員

のほうで駐車場の話が出ましたが、これらのイ

ベントで旧川尻小学校のグラウンドなどを駐車

場として利用しているかと思います。 

  駐車場の問題、いろんな考え方があると思い

ますけれども、かなりの数の人が町外から来て

くれて、公共交通機関も利用されているという

意味でも、イベントに補助金出していくことは

重要かなと思っていますけれども、以前も話し

たことがあるのですが、駐車場料金取っていっ

ていいのではないかと思っております。町とし

て、そこを町営の駐車場として団体が使うとき

にお金を徴収するとか、いろいろな形があると

思いますけれども、そういった検討というのは

これまではされていないでしょうか。 

委員長 観光商工課長。 

観光商工課長 お答えいたします。 

  駐車場の料金を徴収するという検討につきま
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しては、正直なところ検討はしていないという

ところでございます。どちらかというと、本当

に今は確保のほうにしか頭が回らないというか、

力を注いでいかなければならないというような

部分がございまして、例えばですけれども、そ

の駐車場を料金を徴収しながらという形になり

ますと、やはり徴収するだけの整備というよう

な部分が必要かなというところは少し考えます。

川尻小学校とかですと、やっぱり前日雨が降る

と大変な状況になったりして、本当にそこら辺

もサービスがちょっと低下してしまって申し訳

ないなというふうなところを考えている部分が

ございます。 

  また、場所にもよりますが、駅前とかに有料

の駐車場を設けるというようなところを考えて

も、今、例えば駅前だけでもないのですけれど

も、西和賀フェアという特産品を活用した、料

理に山菜を入れて提供するような取組ですとか、

あと新そばまつりというのもよくやられますが、

そういうところで町への入り込み客数は結構な

人たちが来ていて、駅前も非常に混雑している

という部分がありますので、そういうところで

料金的なものを取る、こういうふうな仕組み、

手続等によってより混雑が進んでしまうのでは

ないかとか、そういうふうなことも私的には考

える部分はございます。 

  ただ、いずれそういうふうな貴重な財源確保

というような面からしても、そういう部分も可

能性については考えながらというふうに思いま

す。 

  以上です。 

委員長 唐仁原委員。 

６番  ありがとうございます。駐車場とかのこ

とに関しては、また今後一般質問で改めて聞く

ことがあるかと思いますので、よろしくお願い

します。 

  そうしましたら、同じページ、観光費臨時事

業で、これも附属資料だと112ページになって

いますけれども、西和賀町宿泊助成事業補助金

ということで、３団体の利用があったというこ

とでした。どういった団体がどういった目的で

来られて利用されたかということと、訴求した

ときにさらに利用が見込めそうかということに

ついて伺います。 

委員長 観光商工課長。 

観光商工課長 お答えいたします。 

  西和賀町の宿泊助成事業補助金ですけれど

も、令和６年度の利用実績につきましては、水

泳の団体、高校ですとかクラブですとか、そう

いうような形で３団体利用されております。こ

の事業につきましては、３泊以上で延べ人数40人

以上というような部分で上限30万というような

ことで、観光商工課が所管している補助金とい

うことですから、旅館のほうに補助金を交付す

るような形のものになっております。 

  毎年旅館温泉組合の総会などもございまして、

その際にこの事業について説明を申し上げまし

て、旅館のほうとの関わりの中で、様々な団体

の合宿的な部分でぜひご利用くださいというよ

うな説明はしているところでございますが、今

のところは、ここ数年は水泳というような形、

湯本の施設が整っているという部分もあると思

いますが、利用にとどまっているという部分は

ございます。今後いろいろどんどん使っていた

だけるということは期待している部分でござい

ます。 

  以上です。 

委員長 唐仁原委員。 

６番  これ事業の目的としては、スポーツとか

文化芸術活動等に係る合宿などを含む体験型観

光に寄与するためというふうになっていますけ

れども、例えばですけれども、先ほど観光協会

に関連する事業の中で、首都圏の学生に来ても

らってモニターツアー的なことをしたとかとい

う話がありますが、そういうふうに学生とかが

実地体験というか、フィールドワーク的なこと

とかで使うというときにもこの同じ枠で対応は

できるのですか。 
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委員長 観光商工課長。 

観光商工課長 お答えいたします。 

  対象要件といたしましては、先ほど私が説明

した部分で、３泊以上で延べ40人というような

部分を満たせるのであれば対象とするというこ

とになります。 

  以上です。 

委員長 唐仁原委員。 

６番  私としては、合宿利用みたいな形態とい

うのは、特にうちの町みたいなところは非常に

伸びる余地があるのではないかなというふうに

思っての質問なのですけれども、今後もこれを

活用して、こういうことができますよみたいな

ところをＰＲしていってもらいたいなと思って

いるのですが、具体的にどうこうするというと

ころまではあんまりまだ検討が進んでいないと

いう理解でいいのですか。 

委員長 観光商工課長。 

観光商工課長 お答えいたします。 

  特にスポーツ団体とか何団体にこだわってと

いう部分はございませんので、対象要件を満た

していただければ補助をするというような形を

取っておりますので、ＰＲが足りないという部

分があれば、よりそういう要件についてをＰＲ

してというふうに考えます。担当課といたしま

しては、旅館の閑散期対応というような部分の

事業というふうに捉えておりますので、まず要

件さえ満たしていただければと思います。 

  以上です。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 それでは、全体を通して質問し忘れ等あ

りませんか。 

（なしの声） 

委員長 発言がないようですので、お諮りをいた

します。 

  これで観光商工課が所管する一般会計の審査

をひとまず終わりたいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

委員長 異議なしと認めます。 

  続いて、認定第５号 令和６年度西和賀町温

泉事業特別会計歳入歳出決算の認定についての

審査に進みます。 

  観光商工課長より決算の概要説明を求めま

す。 

  観光商工課長。 

観光商工課長 それでは続きまして、温泉事業特

別会計歳入歳出決算につきまして、令和６年度

西和賀町温泉事業特別会計歳入歳出決算書によ

り説明いたします。 

  まず、歳出についてですが、令和６年度西和

賀町温泉事業特別会計歳入歳出決算書273ペー

ジ、274ページをお開きください。１款温泉事

業費、１項１目温泉施設管理費は、各温泉施設

の管理費となります。10節需用費の光熱水費は、

各源泉ポンプの電気料となります。修繕料は、

決算附属資料120ページにもございますが、高

額な支出といたしましては沢内バーデン源泉ポ

ンプ交換修繕、砂ゆっこ女子砂風呂源泉配管破

損修繕、丑の湯給水管漏水修繕などとなってお

ります。11節役務費は、ほっとゆだのＷi―Ｆi

サービス利用料に係る通信運搬費と、温泉施設

の建物共済保険料です。12節委託料は、各施設

の指定管理料などや、砂ゆっこ源泉と真昼温泉

源泉のコンプレッサー保守管理業務委託料でご

ざいます。13節使用料及び賃借料は、温泉会館

敷ほっとゆだの土地借上料や下水道施設敷借上

料となっております。14節工事請負費は、砂ゆ

っこ老朽箇所修繕工事となります。17節備品購

入費は、源泉揚湯用予備ポンプの購入となりま

す。24節積立金は、歳入の説明の際に説明させ

ていただきます。27節繰出金は、温泉開発事業

補助金として一般会計への繰り出しとなります。 

  ２款公債費ですが、１項１目22節償還金、利

子及び割引料は、不足の場合に借入れする地方

債があった場合の現年から必要となる地方債利

子として予算計上したものであり、令和６年度
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は借入れがなかったため支出がなかったもので

ございます。 

  ３款予備費につきましても支出がございませ

んでしたので、歳出については説明は以上とな

ります。 

  続きまして、歳入ですが、269ページ、270ペ

ージをお開きください。１款使用料及び手数料、

１項使用料、１目１節温泉使用料は、西和賀町

温泉条例により算定した悠々館とかたくりの園

の温泉使用料収入となります。また、２節温泉

施設使用料は、真昼温泉、丑の湯の入浴料、各

施設の行政財産、自動販売機設置費等の使用料

収入となります。 

  ２款財産収入、１項財産運用収入、１目利子

及び配当金ですが、温泉開発整備基金の利子収

入で、先ほど歳出でお話しさせていただいた24節

積立金として同額を同基金に積み立てておりま

す。 

  ３款繰入金の１項他会計繰入金、１目１節一

般会計繰入金として、一般会計から繰入れを行

っております。 

  ２項基金繰入金、１目１節温泉開発整備基金

繰入金は、温泉開発整備事業補助金の財源とす

るため、基金から温泉事業特別会計に繰り入れ

ております。 

  ４款繰越金ですけれども、１項１目繰越金、

前年度繰越金となります。 

  ５款諸収入、271ページ、272ページをお開き

いただきますが、２項１目雑入ですが、ほっと

ゆだとＪＲ駅舎の共有施設の供用費収入と自動

販売機電気使用料収入であります。 

  以上で観光商工課温泉事業特別会計の概要に

ついて説明させていただきましたので、ご審議

のほどよろしくお願いいたします。 

委員長 観光商工課長の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。特別会計は、歳入

歳出とも一括で質疑を許します。質疑ありませ

んか。 

  唐仁原委員。 

６番  決算書だと274ページの真ん中ですけれど

も、ほっとゆだの休憩室照明ＬＥＤ化工事とい

うことで、この工事自体は今後も使っていく上

で必要な工事だと思いますが、休憩室の利用と

いうのがどの程度かというのは把握しておられ

るでしょうか。 

委員長 観光商工課長。 

観光商工課長 お答えいたします。 

  ほっとゆだ駅の休憩室の利用者数ですけれど

も、平日では１日７人から10人、祝祭日では約

20人が利用しているということでございます。

平成23年度以前は１日平均4.5人というような

データがございますので、増えている部分はご

ざいます。 

  以上です。 

委員長 唐仁原委員。 

６番  昨年度であれば、駅周辺で北上線の100周

年に関する事業であるとか、あとは今年度に入

ってからだとビアフェスであったり、あるいは

銀河ホールのほうでウッドライフフェスが開催

されたりなどあったかと思います。基本的には

ほっとゆだというか、温泉に付随する施設だと

思いますけれども、そういったイベントで来ら

れている方とかも、もっと積極的に取り組んで

いけば、よりにぎわうのではないかなと思うの

ですけれども、そういった検討というのはされ

ているでしょうか。指定管理先があるので、そ

ちらの考えもあるでしょうけれども、町として

何か検討されているか、お願いします。 

委員長 観光商工課長。 

観光商工課長 お答えいたします。 

  休憩室という部分での利用の話になりますと、

こちらについては、ほっとゆだの温泉施設を利

用した方が利用するというような部分というふ

うに考えています。例えばこれを開放してとい

うような形になりますと、いろいろ事前に様々

な周知とか、そういうふうな発信というものが

必要にはなってくるというふうに捉えますが、

まずは基本温泉施設の利用者が利用しているも
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のというふうに考えているところです。 

  以上です。 

委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

委員長 発言がないようですので、お諮りをいた

します。 

  これで認定第５号 令和６年度西和賀町温泉

事業特別会計歳入歳出決算の認定についての審

査をひとまず終わりたいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

委員長 異議なしと認めます。 

  これで観光商工課への審査をひとまず終了し、

本日の日程を終了します。 

  明日、９月９日午前９時30分から町民課の審

査を行います。 

  本日はこれをもって散会いたします。お疲れ

さまでした。 

午後 ３時３４分 散   会 


